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議第１号 

美濃加茂市看護師修学資金貸与条例について 

美濃加茂市看護師修学資金貸与条例を下記のとおり制定する。 

令和７年２月２０日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   

記 

美濃加茂市看護師修学資金貸与条例 

（目的） 

第１条 この条例は、看護師の養成施設に在学する者で、卒業後に市内医療機関に

おいて看護師の業務（以下「看護業務」という。）に従事する意思を有するものに

対し、予算の範囲内で美濃加茂市看護師修学資金（以下「修学資金」という。）を

貸与することにより市内医療機関の看護師確保を図り、もって地域医療の充実に

資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 看護師 保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第２０３号。以下「法」と

いう。）第５条に規定する看護師をいう。 

(2) 養成施設 法第２１条第１号に規定する大学、同条第２号に規定する学校及

び同条第３号に規定する看護師養成所をいう。 

(3) 市内医療機関 市内に設置された医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１

条の５第１項に規定する病院及び同条第２項に規定する診療所をいう。 

（貸与の対象者） 

第３条 修学資金の貸与を受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれにも

該当する者とする。 

 (1) 養成施設に在学している者であって、当該養成施設の長の推薦を受けたもの

（５年一貫看護師養成課程の高等学校に在学している者については、専攻科に

在籍している者に限る。）であること。 

(2) 養成施設を卒業後に市内医療機関において看護業務に従事する意思があるこ

と。 

(3) 修学に関し、他地方公共団体の同種の資金の貸与を受けていない者又は受け
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る見込みがない者であること。 

（貸与の額及び方法） 

第４条 修学資金の貸与額は、月額３０，０００円以内で市長が定める額とする。 

２ 貸与する修学資金には、利息を付さない。 

３ 修学資金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める月に貸与する。

ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。 

 (1) ４月から９月までの月の分 ９月 

  (2) １０月から翌年３月までの月の分 同年３月 

（貸与期間） 

第５条 修学資金の貸与期間は、第９条第１項の規定による契約に定められた月か

ら養成施設の正規の修学期間を修了する日の属する月までとする。ただし、養成

施設の正規の修学期間を超えることはできない。

（貸与の申請） 

第６条 修学資金の貸与を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、規則に

定めるところにより、市長に申請しなければならない。 

（連帯保証人） 

第７条 申請者は、連帯保証人として独立の生計を営む成年者であって、債務を弁

済する能力を有するもの２人を立てなければならない。ただし、市長が特別の事

情があると認める場合は、１人の連帯保証人を立てれば足りる。 

２ 前項の連帯保証人は、修学資金の貸与を受けた者（以下「被貸与者」という。）

と連帯して債務を負担するものとする。 

（貸与の決定等） 

第８条 市長は、第６条の規定による申請があったときは､その内容を審査して、修

学資金貸与の可否を決定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。 

（貸与契約の締結） 

第９条 市長は、修学資金を貸与するに当たっては、前条の規定により修学資金を

貸与する旨の決定の通知を受けた者と貸与契約を締結するものとする。 

２ 前項の貸与契約の相手方（以下「修学生」という。）は、当該契約の締結に当た

っては、市内医療機関において看護業務に従事する旨の誓約書を市長に提出しな

ければならない。 

（貸与契約の解除及び休止） 

第１０条 市長は、修学生が次の各号のいずれかの事由に該当するときは、貸与契

約を解除するものとする。 

(1) 養成施設を退学したとき。 

(2) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。 

(3) 死亡したとき。 

(4) 虚偽その他不正な方法により修学資金の貸与を受けたことが明らかになった
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とき。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなく

なったと市長が認めるとき。 

２ 市長は、修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学

の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資

金の貸与を停止するものとする。この場合において、これらの月の分として既に

貸与した修学資金があるときは、当該修学資金は、復学した日の属する月の翌月

以降の月の分として貸与されたものとみなす。 

（返還） 

第１１条 被貸与者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、規則で定

めるところにより貸与を受けた修学資金の全額を返還しなければならない。 

(1) 前条第１項の規定により貸与契約が解除されたとき。 

(2) 養成施設を卒業した日から起算して１年２月が経過したとき。  

（返還の猶予） 

第１２条 市長は、前条の規定にかかわらず、被貸与者が次の各号のいずれかに該

当する場合には、当該事由が継続している間、修学資金の返還を猶予することが

できる。 

(1) 第１０第１項の規定により貸与契約が解除された後も引き続き養成施設に在

学しているとき。 

(2) 市内医療機関において看護業務に従事しているとき。 

(3) 進学、災害、疾病その他特別な事情により修学資金の返還が困難であると市

長が認めたとき。 

（返還の債務の当然免除） 

第１３条 市長は、第１１条の規定にかかわらず、被貸与者が、次の各号のいずれ

かに該当するに至った場合には、修学資金の返還の債務を免除するものとする。 

(1) 養成施設を卒業した日から起算して１年２月以内に看護師免許を取得し、直

ちに市内医療機関において看護業務に従事し、その従事期間が修学資金の貸与

を受けた期間に相当する期間に達したとき。 

(2) 前号に規定する看護業務の従事期間中に死亡したとき。  

(3) 養成施設在学中に死亡したとき。  

２ 前項第１号の場合において、市内医療機関において看護業務に従事した後、病

気等市長がやむを得ないと認める理由により看護業務に従事できなくなり、その

理由がなくなった後直ちに当該市内医療機関において看護業務に従事した者の期

間の計算については、後の看護業務に従事した期間は、先の看護業務に従事した

期間に引き続いたものとみなす。 

（返還の債務の裁量免除） 

第１４条 市長は、第１１条の規定にかかわらず、被貸与者が次の各号のいずれか
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に該当する場合には、貸与した修学資金の返還の債務の全部又は一部を免除する

ことができる。 

(1) 養成施設を卒業した日から起算して１年２か月以内に看護師の免許を取得し、

直ちに市内医療機関において看護業務に従事した後、前条第１項の規定による

免除を受ける前にやむを得ない理由により退職したとき。   

(2) やむを得ない理由により修学資金を返還することが困難であると認められる

とき。 

（延滞利息） 

第１５条 被貸与者は、修学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、延

滞利息を納付しなければならない。 

２ 延滞利息の額は、美濃加茂市私債権の遅延損害金徴収条例（令和２年美濃加茂

市条例第１号）の例による。 

（委任） 

第１６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議第２号 

   美濃加茂市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例について 

美濃加茂市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

  令和７年２月２０日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人 

                  記 

美濃加茂市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例 

美濃加茂市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２６年美濃加茂市条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（職員） （職員） 

第１０条 （略） 第１０条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 放課後児童支援員は、次の各号のいずれか

に該当する者であって、都道府県知事又は地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５

２条の１９第１項の指定都市若しくは同法

第２５２条の２２第１項の中核市の長が行

う研修を修了したもの（その者の研修計画を

定めた上で、放課後児童支援員としての業務

に従事することとなった日から２年以内に

当該研修を修了することを予定している者

を含む。）でなければならない。 

３ 放課後児童支援員は、次の各号のいずれか

に該当する者であって、都道府県知事が行う

研修を修了したものでなければならない。 

 (1)～(10) （略） (1)～(10) （略） 

４・５ （略） ４・５ （略） 

附 則  
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この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議第３号 

美濃加茂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例及び美濃加茂市学校給食センター設置条例の一部を改正する条例に

ついて 

 美濃加茂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び美濃

加茂市学校給食センター設置条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

  令和７年２月２０日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人 

記 

美濃加茂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び

美濃加茂市学校給食センター設置条例の一部を改正する条例

（美濃加茂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

改正） 

第１条 美濃加茂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２６年美濃加茂市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（食事の提供の特例） （食事の提供の特例） 

第１７条 次の各号に掲げる要件を満たす家

庭的保育事業者等は、前条第１項の規定にか

かわらず、当該家庭的保育事業者等の利用乳

幼児に対する食事の提供について、次項に規

定する施設（以下「搬入施設」という。）に

おいて調理し家庭的保育事業所等に搬入す

る方法により行うことができる。この場合に

おいて、当該家庭的保育事業者等は、当該食

事の提供について当該方法によることとし

てもなお当該家庭的保育事業所等において

行うことが必要な調理のための加熱、保存等

の調理機能を有する設備を備えなければな

第１７条 次の各号に掲げる要件を満たす家

庭的保育事業者等は、前条第１項の規定にか

かわらず、当該家庭的保育事業者等の利用乳

幼児に対する食事の提供について、次項に規

定する施設（以下「搬入施設」という。）に

おいて調理し家庭的保育事業所等に搬入す

る方法により行うことができる。この場合に

おいて、当該家庭的保育事業者等は、当該食

事の提供について当該方法によることとし

てもなお当該家庭的保育事業所等において

行うことが必要な調理のための加熱、保存等

の調理機能を有する設備を備えなければな
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らない。 らない。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 当該家庭的保育事業所等又はその他の

施設、保健所、市町村（特別区を含む。第

２２条第２項において同じ。）等の栄養士

又は管理栄養士により、献立等について栄

養の観点からの指導が受けられる体制に

ある等、栄養士又は管理栄養士による必要

な配慮が行われること。 

(2) 当該家庭的保育事業所等又はその他の

施設、保健所、市町村（特別区を含む。第

２２条第２項において同じ。）等の栄養士

により、献立等について栄養の観点からの

指導が受けられる体制にある等、栄養士に

よる必要な配慮が行われること。 

(3)～(5) （略） (3)～(5) （略） 

２ （略） ２ （略）  

（美濃加茂市学校給食センター設置条例の一部改正） 

第２条 美濃加茂市学校給食センター設置条例（昭和４６年美濃加茂市条例第５号）

の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（設置） （設置） 

第１条 美濃加茂市小学校及び中学校の設置

等に関する条例（昭和４０年美濃加茂市条例

第９号）第１条に掲げる学校の給食業務を共

同処理するため、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律（昭和３１年法律第１６２

号）第３０条の教育機関として美濃加茂市学

校給食センター（以下「給食センター」とい

う。）を設置する。 

第１条 美濃加茂市小学校及び中学校の設置

等に関する条例（昭和４０年美濃加茂市条例

第９号）第１条に掲げる学校の給食業務を共

同処理するため、美濃加茂市学校給食センタ

ー（以下「給食センター」という。）を設置

する。 

（職員） （職員） 

第４条 給食センターに次の職員を置く。 第４条 給食センターに次の職員を置く。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 栄養士又は管理栄養士 (3) 栄養士 

（職務） （職務） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 栄養士又は管理栄養士は、献立の作成その

他栄養に関する業務に従事する。 

３ 栄養士は、献立の作成その他栄養に関する

業務に従事する。 
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附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議第４号 

   美濃加茂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例及び美濃加茂市家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

美濃加茂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例及び美濃加茂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

  令和７年２月２０日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人 

                  記 

美濃加茂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例及び美濃加茂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例 

（美濃加茂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部改正） 

第１条 美濃加茂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例（平成２６年美濃加茂市条例第２７号）の一部を次のように改正

する。 

改正後 改正前 

第３８条 特定地域型保育事業（事業所内保育

事業を除く。）の利用定員（法第２９条第１

項の確認において定めるものに限る。以下こ

の章において同じ。）の数は、家庭的保育事

業にあっては１人以上５人以下、小規模保育

事業Ａ型（家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６

１号）第２８条に規定する小規模保育事業Ａ

型をいう。第４３条第３項において同じ。）

及び小規模保育事業Ｂ型（同令第３１条に規

定する小規模保育事業Ｂ型をいう。第４３条

第３８条 特定地域型保育事業（事業所内保育

事業を除く。）の利用定員（法第２９条第１

項の確認において定めるものに限る。以下こ

の章において同じ。）の数は、家庭的保育事

業にあっては１人以上５人以下、小規模保育

事業Ａ型（家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６

１号）第２７条に規定する小規模保育事業Ａ

型をいう。第４３条第３項第１号において同

じ。）及び小規模保育事業Ｂ型（同令第２７

条に規定する小規模保育事業Ｂ型をいう。同
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第３項において同じ。）にあっては６人以上

１９人以下、小規模保育事業Ｃ型（同令第３

３条に規定する小規模保育事業Ｃ型をいう。

附則第４条において同じ。）にあっては６人

以上１０人以下、居宅訪問型保育事業にあっ

ては１人とする。 

号において同じ。）にあっては６人以上１９

人以下、小規模保育事業Ｃ型（同条に規定す

る小規模保育事業Ｃ型をいう。附則第４条に

おいて同じ。）にあっては６人以上１０人以

下、居宅訪問型保育事業にあっては１人とす

る。 

２ （略） ２ （略） 

（特定教育・保育施設等との連携） （特定教育・保育施設等との連携） 

第４３条 特定地域型保育事業者（居宅訪問型

保育事業を行う者を除く。以下この項から第

７項までにおいて同じ。）は、特定地域型保

育が適正かつ確実に実施され、及び必要な教

育・保育が継続的に提供されるよう、次に掲

げる事項に係る連携協力を行う認定こども

園、幼稚園又は保育所（以下「連携施設」と

いう。）を適切に確保しなければならない。

第４３条 特定地域型保育事業者（居宅訪問型

保育事業を行う者を除く。以下この項から第

５項までにおいて同じ。）は、特定地域型保

育が適正かつ確実に実施され、及び必要な教

育・保育が継続的に提供されるよう、次に掲

げる事項に係る連携協力を行う認定こども

園、幼稚園又は保育所（以下「連携施設」と

いう。）を適切に確保しなければならない。

(1) 特定地域型保育の提供を受けている満

３歳未満保育認定子どもに集団保育を体

験させるための機会の設定、特定地域型保

育の適切な提供に必要な特定地域型保育

事業者に対する相談、助言その他の保育の

内容に関する支援（次項において「保育内

容支援」という。）を実施すること。 

(1) 特定地域型保育の提供を受けている満

３歳未満保育認定子どもに集団保育を体

験させるための機会の設定、特定地域型保

育の適切な提供に必要な特定地域型保育

事業者に対する相談、助言その他の保育の

内容に関する支援を行うこと。 

(2) （略） (2) （略） 

(3) 当該特定地域型保育事業者により特定

地域型保育の提供を受けていた満３歳未

満保育認定子ども（事業所内保育事業を利

用する満３歳未満保育認定子どもにあっ

ては、第３８条第２項に規定するその他の

小学校就学前子どもに限る。以下この号及

び第６項第１号において同じ。）を、当該

特定地域型保育の提供の終了に際して、当

該満３歳未満保育給付認定子どもに係る

教育・保育給付認定保護者の希望に基づ

き、引き続き当該連携施設において受け入

(3) 当該特定地域型保育事業者により特定

地域型保育の提供を受けていた満３歳未

満保育認定子ども（事業所内保育事業を利

用する満３歳未満保育認定子どもにあっ

ては、第３８条第２項に規定するその他の

小学校就学前子どもに限る。以下この号及

び第４項第１号において同じ。）を、当該

特定地域型保育の提供の終了に際して、当

該満３歳未満保育給付認定子どもに係る

教育・保育給付認定保護者の希望に基づ

き、引き続き当該連携施設において受け入
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れて教育・保育を提供すること。 れて教育・保育を提供すること。 

２ 市長は、特定地域型保育事業者による保育

内容支援の実施に係る連携施設の確保が著

しく困難であると認める場合であって、次の

各号に掲げる要件の全てを満たすと認める

ときは、前項第１号の規定を適用しないこと

とすることができる。 

(1) 特定地域型保育事業者が保育内容支援

連携協力者を適切に確保すること。 

(2) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこ

と。 

ア 特定地域型保育事業者と保育内容支

援連携協力者との間でそれぞれの役割

の分担及び責任の所在が明確化されて

いること。 

イ 保育内容支援連携協力者の本来の業

務の遂行に支障が生じないようにする

ための措置が講じられていること。 

３ 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、

小規模保育事業Ａ型若しくは小規模保育事

業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（第５

項において「小規模保育事業Ａ型事業者等」

という。）であって、第１項第１号に掲げる

事項に係る連携協力を行うものをいう。 

４ 市長は、特定地域型保育事業者による代替

保育の提供に係る連携施設の確保が著しく

困難であると認める場合であって、次に掲げ

る要件のいずれかを満たすときは、第１項第

２号の規定を適用しないこととすることが

できる。 

２ 市長は、特定地域型保育事業者による代替

保育の提供に係る連携施設の確保が著しく

困難であると認める場合であって、次に掲げ

る要件の全てを満たすと認めるときは、前項

第２号の規定を適用しないこととすること

ができる。 

(1) 特定地域型保育事業者が代替保育連携

協力者を適切に確保した場合には、次のア

及びイに掲げる要件を満たすと市長が認

めること。 

(1) 特定地域型保育事業者と事項に規定す

る連携協力を行う者との間でそれぞれの

役割の分担及び責任の所在が明確化され

ていること。 
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ア 特定地域型保育事業者と代替保育連

携協力者との間でそれぞれの役割の分

担及び責任の所在が明確化されている

こと。 

イ 代替保育連携協力者の本来の業務の

遂行に支障が生じないようにするため

の措置が講じられていること。 

(2) 市長が特定地域型保育事業者による代

替保育連携協力者の確保の促進のために

必要な措置を講じてもなお当該代替保育

連携協力者の確保が著しく困難であるこ

と。 

(2) 次項に規定する連携協力を行う者の本

来の業務の遂行に支障が生じないように

するための措置が講じられていること。 

５ 前項各号の代替保育連携協力者とは、第１

項第２号に掲げる事項に係る連携協力を行

う者であって、次の各号に掲げる場合の区分

に応じ、それぞれ当該各号に定めるものをい

う。 

３ 前項の場合において、特定地域型保育事業

者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める者を第１項第２

号に掲げる事項に係る連携協力を行う者と

して適切に確保しなければならない。 

(1) 特定地域型保育事業者が特定地域型保

育事業を行う場所又は事業所（次号におい

て「事業実施場所」という。）以外の場所

又は事業所において代替保育が提供され

る場合 小規模保育事業Ａ型事業者等 

(1) 当該特定地域型保育事業者が特定地域

型保育事業を行う場所又は事業所（次号に

おいて「事業実施場所」という。）以外の

場所又は事業所において代替保育が提供

される場合 小規模保育事業Ａ型若しく

は小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育

事業を行う者（次号において「小規模保育

事業Ａ型事業者等」という。） 

(2) (略) (2) (略) 

６～１１ （略） ４～９ （略） 

附 則 附 則 

（連携施設に関する経過措置） （連携施設に関する経過措置） 

第５条 特定地域型保育事業者（特例保育所型

事業所内保育事業者を除く。）は、連携施設

の確保が著しく困難であって、法第５９条第

４号に規定する事業による支援その他の必

要な適切な支援を行うことができると市が

第５条 特定地域型保育事業者（特例保育所型

事業所内保育事業者を除く。）は、連携施設

の確保が著しく困難であって、法第５９条第

４号に規定する事業による支援その他の必

要な適切な支援を行うことができると市が
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認める場合は、第４３条第１項本文の規定に

かかわらず、この条例の施行の日から起算し

て１５年を経過する日までの間、連携施設を

確保しないことができる。 

認める場合は、第４３条第１項本文の規定に

かかわらず、この条例の施行の日から起算し

て１０年を経過する日までの間、連携施設を

確保しないことができる。 

（美濃加茂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

改正） 

第２条 美濃加茂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２６年美濃加茂市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（保育所等との連携） 

第７条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育

事業を行う者（以下「居宅訪問型保育事業者」

という。）を除く。以下この条、次条第１項、

第８条の２、第１５条第１項及び第２項、第

１６条第１項、第２項及び第５項、第１７条

並びに第１８条第１項から第３項まで並び

に附則第３条において同じ。）は、利用乳幼

児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及

び家庭的保育事業者等による保育の提供の

終了後も満３歳以上の児童に対して必要な

教育（教育基本法（平成１８年法律第１２０

号）第６条第１項に規定する法律に定める学

校において行われる教育をいう。以下この条

において同じ。）又は保育が継続的に提供さ

れるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を

行う保育所（子ども・子育て支援法（平成２

４年法律第６５号）第７条第４項に規定する

保育所をいう。）、幼稚園（同項に規定する

幼稚園をいう。）又は認定こども園（同項に

規定する認定こども園をいう。）（以下「連

携施設」という。）を適切に確保しなければ

ならない。 

（保育所等との連携） 

第７条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育

事業を行う者（以下「居宅訪問型保育事業者」

という。）を除く。以下この条、次条第１項、

第８条の２、第１５条第１項及び第２項、第

１６条第１項、第２項及び第５項、第１７条

並びに第１８条第１項から第３項まで並び

に附則第３条において同じ。）は、利用乳幼

児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及

び家庭的保育事業者等による保育の提供の

終了後も満３歳以上の児童に対して必要な

教育（教育基本法（平成１８年法律第１２０

号）第６条第１項に規定する法律に定める学

校において行われる教育をいう。以下この条

において同じ。）又は保育が継続的に提供さ

れるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を

行う保育所（子ども・子育て支援法（平成２

４年法律第６５号）第７条第４項に規定する

保育所をいう。）、幼稚園（同項に規定する

幼稚園をいう。）又は認定こども園（同項に

規定する認定こども園をいう。）（以下「連

携施設」という。）を適切に確保しなければ

ならない。 

(1) 利用乳幼児に集団保育を体験させるた

めの機会の設定、保育の適切な提供に必要

な家庭的保育事業者等に対する相談、助言

その他の保育の内容に関する支援（次項に

(1) 利用乳幼児に集団保育を体験させるた

めの機会の設定、保育の適切な提供に必要

な家庭的保育事業者等に対する相談、助言

その他の保育の内容に関する支援を行う
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おいて「保育内容支援」という。）を実施

すること。 

こと。 

(2) （略） (2) （略） 

(3) 当該家庭的保育事業者等により保育の

提供を受けていた利用乳幼児（事業所内保

育事業の利用乳幼児にあっては、第４３条

に規定するその他の乳児又は幼児に限る。

以下この号及び第６項第１号において同

じ。）を、当該保育の提供の終了に際して、

当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基

づき、引き続き当該連携施設において受け

入れて教育又は保育を提供すること。 

(3) 当該家庭的保育事業者等により保育の

提供を受けていた利用乳幼児（事業所内保

育事業の利用乳幼児にあっては、第４３条

に規定するその他の乳児又は幼児に限る。

以下この号及び次項第１号において同

じ。）を、当該保育の提供の終了に際して、

当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基

づき、引き続き当該連携施設において受け

入れて教育又は保育を提供すること。 

２ 市長は、家庭的保育事業者等による保育内

容支援の実施に係る連携施設の確保が著し

く困難であると認める場合であって、次の各

号に掲げる要件の全てを満たすと認めると

きは、前項第１号の規定を適用しないことと

することができる。 

(1) 家庭的保育事業者等が保育内容支援連

携協力者を適切に確保すること。 

(2) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこ

と。 

ア 家庭的保育事業者等と保育内容支援

連携協力者との間でそれぞれの役割の

分担及び責任の所在が明確化されてい

ること。 

イ 保育内容支援連携協力者の本来の業

務の遂行に支障が生じないようにする

ための措置が講じられていること。 

３ 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、

第２７条に規定する小規模保育事業Ａ型若

しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保

育事業を行う者（第５項において「小規模保

育事業Ａ型事業者等」という。）であって、

第１項第１号に掲げる事項に係る連携協力

を行うものをいう。 
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４ 市長は、家庭的保育事業者等による代替保

育の提供に係る連携施設の確保が著しく困

難であると認める場合であって、次の各号に

掲げる要件のいずれかを満たすときは、第１

項第２号の規定を適用しないこととするこ

とができる。 

(1) 家庭的保育事業者等が代替保育連携協

力者を適切に確保した場合には、次のア及

びイに掲げる要件を満たすと市長が認め

ること。 

ア 家庭的保育事業者等と代替保育連携

協力者との間でそれぞれの役割の分担

及び責任の所在が明確化されているこ

と。 

イ 代替保育連携協力者の本来の業務の

遂行に支障が生じないようにするため

の措置が講じられていること。 

(2) 市長が家庭的保育事業者等による代替

保育連携協力者の確保の促進のために必

要な措置を講じてもなお当該代替保育連

携協力者の確保が著しく困難であること。

５ 前項各号の代替保育連携協力者とは、第１

項第２号に掲げる事項に係る連携協力を行

う者であって、次の各号に掲げる場合の区分

に応じ、それぞれ当該各号に定めるものをい

う。 

(1) 家庭的保育事業者等が家庭的保育事業

等を行う場所又は事業所（次号において

「事業実施場所」という。）以外の場所又

は事業所において代替保育が提供される

場合 小規模保育事業Ａ型事業者等 

(2) 事業実施場所において代替保育が提供

される場合 事業の規模等を勘案して小

規模保育事業Ａ型事業者等と同等の能力

を有すると市が認める者 

６ 市長は、次のいずれかに該当するときは、

第１項第３号の規定を適用しないこととす

２ 市長は、次のいずれかに該当するときは、

前項第３号の規定を適用しないこととする
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ることができる。 ことができる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 前号の場合を除き、家庭的保育事業者等

による第１項第３号に掲げる事項に係る

連携施設の確保が、著しく困難であると認

めるとき。 

(2) 前号の場合を除き、家庭的保育事業者等

による前項第３号に掲げる事項に係る連

携施設の確保が、著しく困難であると認め

るとき。 

７ （略） ３ （略） 

附 則 附 則 

（連携施設に関する経過措置） （連携施設に関する経過措置） 

第３条 家庭的保育事業者等（特例保育所型事

業所内保育事業者を除く。）は、連携施設の

確保が著しく困難であって、子ども・子育て

支援法第５９条第４号に規定する事業によ

る支援その他の必要な適切な支援を行うこ

とができると市が認める場合は、第７条第１

項本文の規定にかかわらず、施行日から起算

して１５年を経過する日までの間、連携施設

の確保をしないことができる。 

第３条 家庭的保育事業者等（特例保育所型事

業所内保育事業者を除く。）は、連携施設の

確保が著しく困難であって、子ども・子育て

支援法第５９条第４号に規定する事業によ

る支援その他の必要な適切な支援を行うこ

とができると市が認める場合は、第７条第１

項本文の規定にかかわらず、施行日から起算

して１０年を経過する日までの間、連携施設

の確保をしないことができる。 

附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議第５号 

美濃加茂市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

美濃加茂市国民健康保険条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

  令和７年２月２０日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   

記 

   美濃加茂市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 美濃加茂市国民健康保険条例（平成１２年美濃加茂市条例第９号）の一部を次の

ように改正する。 

改正後 改正前 

（基礎賦課限度額） （基礎賦課限度額） 

第２０条 第１２条の基礎賦課額は、６６万円

を超えることができない。 

第２０条 第１２条の基礎賦課額は、６５万円

を超えることができない。 

（後期高齢者支援金等賦課限度額） （後期高齢者支援金等賦課限度額） 

第２０条の７ 第２０条の３の後期高齢者支

援金等賦課額は、２６万円を超えることがで

きない。 

第２０条の７ 第２０条の３の後期高齢者支

援金等賦課額は、２４万円を超えることがで

きない。 

（低所得者の保険料の減額） （低所得者の保険料の減額） 

第３２条 次の各号に該当する納付義務者に

対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦

課額は、第１２条の基礎賦課額から、それぞ

れ、当該各号に定める額を減額して得た額

（当該減額して得た額が６６万円を超える

場合には、６６万円）とする。 

第３２条 次の各号に該当する納付義務者に

対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦

課額は、第１２条の基礎賦課額から、それぞ

れ、当該各号に定める額を減額して得た額

（当該減額して得た額が６５万円を超える

場合には、６５万円）とする。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所

得金額並びに他の所得と区分して計算さ

れる所得の金額の合算額が、地方税法第３

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所

得金額並びに他の所得と区分して計算さ

れる所得の金額の合算額が、地方税法第３
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１４条の２第２項第１号に定める金額（世

帯主等のうち給与所得者等の数が２以上

の場合にあっては、同号に定める金額に当

該給与所得者等の数から１を減じた数に

１０万円を乗じて得た金額を加えた金額）

に、３０万５千円に当該年度の保険料賦課

期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発

生した場合には、その発生した日とする。）

現在において当該世帯に属する被保険者

の数と特定同一世帯所属者の数の合計数

を乗じて得た額を加算した金額を超えな

い世帯に係る保険料の納付義務者であっ

て前号に該当する者以外のもの 

１４条の２第２項第１号に定める金額（世

帯主等のうち給与所得者等の数が２以上

の場合にあっては、同号に定める金額に当

該給与所得者等の数から１を減じた数に

１０万円を乗じて得た金額を加えた金額）

に、２９万５千円に当該年度の保険料賦課

期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発

生した場合には、その発生した日とする。）

現在において当該世帯に属する被保険者

の数と特定同一世帯所属者の数の合計数

を乗じて得た額を加算した金額を超えな

い世帯に係る保険料の納付義務者であっ

て前号に該当する者以外のもの 

イに掲げる額に当該世帯に属する被保

険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被

保険者均等割額の算定の対象とされるも

のの数を乗じて得た額とロに掲げる額と

を合算した額 

イに掲げる額に当該世帯に属する被保

険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被

保険者均等割額の算定の対象とされるも

のの数を乗じて得た額とロに掲げる額と

を合算した額 

イ・ロ （略） イ・ロ （略） 

(3) 第１号に規定する総所得金額及び山林

所得金額並びに他の所得と区分して計算

される所得の金額の合計額が、地方税法第

３１４条の２第２項第１号に定める金額

（世帯主等のうち給与所得者等の数が２

以上の場合にあっては、同号に定める金額

に当該給与所得者等の数から１を減じた

数に１０万円を乗じて得た金額を加えた

金額）に、５６万円に当該年度の保険料賦

課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が

発生した場合には、その発生した日とす

る。）現在において当該世帯の属する被保

険者の数と特定同一世帯所属者の数の合

計数を乗じて得た額を加算した金額を超

えない世帯に係る保険料の納付義務者で

あって前各号に該当する者以外のもの 

(3) 第１号に規定する総所得金額及び山林

所得金額並びに他の所得と区分して計算

される所得の金額の合計額が、地方税法第

３１４条の２第２項第１号に定める金額

（世帯主等のうち給与所得者等の数が２

以上の場合にあっては、同号に定める金額

に当該給与所得者等の数から１を減じた

数に１０万円を乗じて得た金額を加えた

金額）に、５４万５千円に当該年度の保険

料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義

務が発生した場合には、その発生した日と

する。）現在において当該世帯の属する被

保険者の数と特定同一世帯所属者の数の

合計数を乗じて得た額を加算した金額を

超えない世帯に係る保険料の納付義務者

であって前各号に該当する者以外のもの 

イに掲げる額に当該世帯に属する被保 イに掲げる額に当該世帯に属する被保
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険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被

保険者均等割額の算定の対象とされるも

のの数を乗じて得た額とロに掲げる額と

を合算した額 

険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被

保険者均等割額の算定の対象とされるも

のの数を乗じて得た額とロに掲げる額と

を合算した額 

イ・ロ （略） イ・ロ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課

額の減額について準用する。この場合におい

て、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第１２条」

とあるのは「第２０条の３」と、「６６万円」

とあるのは「２６万円」と、前項中「第１５

条」とあるのは「第２０条の６」と読み替え

るものとする。 

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課

額の減額について準用する。この場合におい

て、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第１２条」

とあるのは「第２０条の３」と、「６５万円」

とあるのは「２４万円」と、前項中「第１５

条」とあるのは「第２０条の６」と読み替え

るものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定は、介護納付金賦

課額の減額について準用する。この場合にお

いて、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「介

護納付金賦課額」と、「第１２条」とあるの

は「第２２条」と、「６６万円」とあるのは

「１７万円」と、前項中「第１５条」とある

のは「第２５条」と読み替えるものとする。

４ 第１項及び第２項の規定は、介護納付金賦

課額の減額について準用する。この場合にお

いて、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「介

護納付金賦課額」と、「第１２条」とあるの

は「第２２条」と、「６５万円」とあるのは

「１７万円」と、前項中「第１５条」とある

のは「第２５条」と読み替えるものとする。

（出産被保険者の保険料の減額） （出産被保険者の保険料の減額） 

第３２条の４ 当該年度において、世帯に出産

被保険者（国民健康保険法施行令第２９条の

７第５項第８号に規定する出産被保険者を

いう。以下同じ。）がある場合における当該

世帯の納付義務者に対して課する保険料の

賦課額のうち基礎賦課額は、第１２条の基礎

賦課額から、次の各号の合算額を減額して得

た額（当該減額して得た額が６６万円を超え

る場合には、６６万円）とする（第５項に掲

げる場合を除く。）。 

第３２条の４ 当該年度において、世帯に出産

被保険者（国民健康保険法施行令第２９条の

７第５項第８号に規定する出産被保険者を

いう。以下同じ。）がある場合における当該

世帯の納付義務者に対して課する保険料の

賦課額のうち基礎賦課額は、第１２条の基礎

賦課額から、次の各号の合算額を減額して得

た額（当該減額して得た額が６５万円を超え

る場合には、６５万円）とする（第５項に掲

げる場合を除く。）。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

２ （略） ２ （略） 
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３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課

額の減額について準用する。この場合におい

て、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第１２条」

とあるのは「第２０条の３」と、「６６万円」

とあるのは「２６万円」と、第２項中「第１

５条」とあるのは「第２０条の６」と読み替

えるものとする。 

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課

額の減額について準用する。この場合におい

て、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第１２条」

とあるのは「第２０条の３」と、「６５万円」

とあるのは「２４万円」と、第２項中「第１

５条」とあるのは「第２０条の６」と読み替

えるものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定は、介護納付金賦

課額の減額について準用する。この場合にお

いて、第１項中「規定する出産被保険者をい

う。以下同じ。」とあるのは「規定する出産

被保険者（介護納付金賦課被保険者である者

に限る。）をいう。以下この項において同じ。」

と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金

賦課額」と、「第１２条」とあるのは「第２

２条」と、「６６万円」とあるのは「１７万

円」と、第２項中「第１５条」とあるのは「第

２５条」と読み替えるものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定は、介護納付金賦

課額の減額について準用する。この場合にお

いて、第１項中「規定する出産被保険者をい

う。以下同じ。」とあるのは「規定する出産

被保険者（介護納付金賦課被保険者である者

に限る。）をいう。以下この項において同じ。」

と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金

賦課額」と、「第１２条」とあるのは「第２

２条」と、「６５万円」とあるのは「１７万

円」と、第２項中「第１５条」とあるのは「第

２５条」と読み替えるものとする。 

５ 当該年度において、第３２条に規定する基

準に従い保険料を減額するものとした納付

義務者の世帯に出産被保険者がある場合に

おける当該世帯の納付義務者に対して課す

る保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該

減額後の第１２条の基礎賦課額から、次の各

号の合算額を減額して得た額（当該減額して

得た額が６６万円を超える場合には、６６万

円）とする。 

５ 当該年度において、第３２条に規定する基

準に従い保険料を減額するものとした納付

義務者の世帯に出産被保険者がある場合に

おける当該世帯の納付義務者に対して課す

る保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該

減額後の第１２条の基礎賦課額から、次の各

号の合算額を減額して得た額（当該減額して

得た額が６５万円を超える場合には、６５万

円）とする。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

６ （略） ６ （略） 

７ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課

額の減額について準用する。この場合におい

て、第５項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第１２条」

とあるのは「第２０条の３」と、「６６万円」

７ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課

額の減額について準用する。この場合におい

て、第５項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第１２条」

とあるのは「第２０条の３」と、「６５万円」
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とあるのは「２６万円」と、第６項中「第１

５条」とあるのは「第２０条の６」と読み替

えるものとする。 

とあるのは「２４万円」と、第６項中「第１

５条」とあるのは「第２０条の６」と読み替

えるものとする。 

８ 第５項及び第６項の規定は、介護納付金賦

課額の減額について準用する。この場合にお

いて、第５項中「出産被保険者」とあるのは

「出産被保険者（介護納付金賦課被保険者で

ある者に限る。以下この項において同じ。）」

と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金

賦課額」と、「第１２条」とあるのは「第２

２条」と、「６６万円」とあるのは「１７万

円」と、第６項中「第１５条」とあるのは「第

２５条」と読み替えるものとする。 

８ 第５項及び第６項の規定は、介護納付金賦

課額の減額について準用する。この場合にお

いて、第５項中「出産被保険者」とあるのは

「出産被保険者（介護納付金賦課被保険者で

ある者に限る。以下この項において同じ。）」

と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金

賦課額」と、「第１２条」とあるのは「第２

２条」と、「６５万円」とあるのは「１７万

円」と、第６項中「第１５条」とあるのは「第

２５条」と読み替えるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の美濃加茂市国民健康保険条例の規定は、令和７年度以

後の年度分の保険料について適用し、令和６年度までの保険料については、なお

従前の例による。 
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議第６号 

美濃加茂市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

について 

 美濃加茂市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を下記のと

おり制定する。 

  令和７年２月２０日提出 

                    美濃加茂市長  藤 井 浩 人 

記 

   美濃加茂市営住宅の設置及び管理に関する条例 

美濃加茂市営住宅の設置及び管理に関する条例（平成９年美濃加茂市条例第１６

号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（住宅入居の手続） （住宅入居の手続） 

第１１条 市営住宅の入居決定者は、決定のあ

った日から１０日以内に、次に掲げる手続を

しなければならない。 

第１１条 市営住宅の入居決定者は、決定のあ

った日から１０日以内に、次に掲げる手続を

しなければならない。 

(1) 契約書及び規則で定める書類を提出す

ること。 

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有す

る者で、市長が適当と認める連帯保証人１

人の連署する契約書を提出すること。 

(2) （略） (2) （略） 

２ （略） ２ （略） 

 ３ 第１項第１号の規定にかかわらず、市長

は、特別の事情があると認めたときは、契約

書に連帯保証人の連署を免除することがで

きる。 

３ 市長は、市営住宅の入居決定者が第１項又

は前項に規定する期間内に第１項の手続を

しないときは、市営住宅の入居の決定を取り

４ 市長は、市営住宅の入居決定者が第１項又

は第２項に規定する期間内に第１項の手続

をしないときは、市営住宅の入居の決定を取
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消すことができる。 り消すことができる。 

４・５ （略） ５・６ （略） 

 （連帯保証人の責務） 

 第１１条の２ 連帯保証人は、入居者がこの条

例及びこの条例に基づく規則に定める義務

を履行しないときは、直ちに入居者に代わっ

てその義務を履行しなければならない。ただ

し、連帯保証人の負担する債務の極度額は、

入居当初家賃の２４月分とする。 

（家賃の納付） （家賃の納付） 

第１７条 市長は、入居者から第１１条第４項

の入居可能日から当該入居者が市営住宅を

明け渡した日（第３２条第１項又は第３７条

第１項の規定による明渡しの期限として指

定した日の前日又は明け渡した日のいずれ

か早い日。第４２条第１項の規定による明渡

しの請求のあったときは明渡しの請求のあ

った日）までの間、家賃を徴収する。 

第１７条 市長は、入居者から第１１条第５項

の入居可能日から当該入居者が市営住宅を

明け渡した日（第３２条第１項又は第３７条

第１項の規定による明渡しの期限として指

定した日の前日又は明け渡した日のいずれ

か早い日。第４２条第１項の規定による明渡

しの請求のあったときは明渡しの請求のあ

った日）までの間、家賃を徴収する。 

２～５ （略） ２～５ （略） 

（準用） （準用） 

第４６条 社会福祉法人等による市営住宅の

使用に当たっては、第１７条から第２８条ま

で、第３７条及び第４１条の規定を準用す

る。この場合において、これらの規定中「家

賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあ

るのは「社会福祉法人等」と、第１７条中「第

１１条第４項」とあるのは「第４４条第２項」

と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能

日」と、「第３２条第１項又は第３７条第１

項」とあるのは「第３７条第１項」と、「第４

２条第１項」とあるのは「第４９条」と読み

替えるものとする。 

第４６条 社会福祉法人等による市営住宅の

使用に当たっては、第１７条から第２８条ま

で、第３７条及び第４１条の規定を準用す

る。この場合において、これらの規定中「家

賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあ

るのは「社会福祉法人等」と、第１７条中「第

１１条第５項」とあるのは「第４４条第２項」

と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能

日」と、「第３２条第１項又は第３７条第１

項」とあるのは「第３７条第１項」と、「第４

２条第１項」とあるのは「第４９条」と読み

替えるものとする。 

（準用） （準用） 

第６３条 駐車場の使用については、第５５条 第６３条 駐車場の使用については、第５５条
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から前条までに定めるもののほか、第１７

条、第２６条及び第２７条本文の規定を準用

する。この場合において、これらの規定中「家

賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあ

るのは「使用者」と、「市営住宅」とあるのは

「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、

第１７条中「第１１条第４項の」とあるのは

「規則に定める」と、「入居可能日」とあるの

は「使用許可日」と、「第４２条第１項」とあ

るのは「第６２条第１項」と、第１７条第５

項中「住宅に」とあるのは「駐車場を」と、

「第４１条」とあるのは「規則」と読み替え

るものとする。 

から前条までに定めるもののほか、第１７

条、第２６条及び第２７条本文の規定を準用

する。この場合において、これらの規定中「家

賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあ

るのは「使用者」と、「市営住宅」とあるのは

「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、

第１７条中「第１１条第５項の」とあるのは

「規則に定める」と、「入居可能日」とあるの

は「使用許可日」と、「第４２条第１項」とあ

るのは「第６２条第１項」と、第１７条第５

項中「住宅に」とあるのは「駐車場を」と、

「第４１条」とあるのは「規則」と読み替え

るものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の美濃加茂市営住宅の設置及び管理に関する条例の規定

は、この条例の施行の日以後に第８条第２項に規定する入居者の決定及び第１３

条第１項に規定する入居の承継の承認がされた者について適用し、同日前に入居

者の決定及び入居の承継の承認がされた者については、なお従前の例による。 
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議第７号 

美濃加茂市都市計画税条例及び美濃加茂市情報公開・個人情報保護審

査会条例の一部を改正する条例について 

美濃加茂市都市計画税条例及び美濃加茂市情報公開・個人情報保護審査会条例の

一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

  令和７年２月２０日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   

記 

美濃加茂市都市計画税条例及び美濃加茂市情報公開・個人情報保護審査会条

例の一部を改正する条例 

 （美濃加茂市都市計画税条例の一部改正）

第１条 美濃加茂市都市計画税条例（昭和３２年美濃加茂市条例第１号）の一部を

次のように改正する。 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

（改修実演芸術公演施設に対する都市計画

税の減額の規定の適用を受けようとする者

がすべき申告） 

（改修実演芸術公演施設に対する都市計画

税の減額の規定の適用を受けようとする者

がすべき申告） 

７ 法附則第１５条の１１第１項の改修実演

芸術公演施設について、同項の規定の適用を

受けようとする者は、同項に規定する利便性

等向上改修工事が完了した日から３月以内

に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢

者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す

る法律施行規則（平成１８年国土交通省令第

１１０号）第１０条第２項に規定する通知書

の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化

に関する法律（平成２４年法律第４９号）第

２条第２項に規定する実演芸術の公演の用

７ 法附則第１５条の１１第１項の改修実演

芸術公演施設について、同項の規定の適用を

受けようとする者は、同項に規定する利便性

等向上改修工事が完了した日から３月以内

に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢

者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す

る法律施行規則（平成１８年国土交通省令第

１１０号）第１０条第２項に規定する通知書

の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化

に関する法律（平成２４年法律第４９号）第

２条第２項に規定する実演芸術の公演の用
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に供する施設である旨を証する書類を添付

して市長に提出しなければならない。 

に供する施設である旨を証する書類を添付

して市長に提出しなければならない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個

人番号（行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律

（平成２５年法律第２７号）第２条第５項

に規定する個人番号をいい、当該書類を提

出する者の同項に規定する個人番号に限

る。以下この号において同じ。）又は法人

番号（同条第１６項に規定する法人番号を

いう。以下この号において同じ。）（個人

番号又は法人番号を有しない者にあつて

は、住所及び氏名又は名称） 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個

人番号（行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律

（平成２５年法律第２７号）第２条第５項

に規定する個人番号をいい、当該書類を提

出する者の同項に規定する個人番号に限

る。以下この号において同じ。）又は法人

番号（同条第１５項に規定する法人番号を

いう。以下この号において同じ。）（個人

番号又は法人番号を有しない者にあつて

は、住所及び氏名又は名称） 

(2)～(6) （略） (2)～(6) （略） 

（美濃加茂市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正） 

第２条 美濃加茂市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例（令

和５年美濃加茂市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（所掌事務） （所掌事務） 

第４条 審査会の所掌事務は、次のとおりとす

る。 

第４条 審査会の所掌事務は、次のとおりとす

る。 

(1)～(6) （略） (1)～(6) （略） 

(7) 特定個人情報保護評価に関する規則（平

成２６年特定個人情報保護委員会規則第

１号）第７条第４項の規定により、行政手

続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成２５年法

律第２７号）第２８条第１項の規定する評

価書に記載された同法第２条第１０項に

規定する特定個人情報ファイルの取扱い

について調査審議し、実施機関に意見を述

べること。 

(7) 特定個人情報保護評価に関する規則（平

成２６年特定個人情報保護委員会規則第

１号）第７条第４項の規定により、行政手

続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成２５年法

律第２７号）第２８条第１項の規定する評

価書に記載された同法第２条第９項に規

定する特定個人情報ファイルの取扱いに

ついて調査審議し、実施機関に意見を述べ

ること。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議第８号 

美濃加茂市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一

部を改正する条例について 

美濃加茂市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正す

る条例を下記のとおり制定する。 

  令和７年２月２０日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人 

記 

美濃加茂市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改

正する条例 

 美濃加茂市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例（昭和３９年美

濃加茂市条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

退職報償金支給額表 退職報償金支給額表 

勤 務 年

数 

団員 部 長

及 び

班長 

副分

団長

分団

長 

副団

長 

団長

（略） 

３０年 （略） 

３１年 ７０

９

７５

４

８２

９

８６

９

９２

９

９９

９

３２年 ７２

９

７７

４

８４

９

８８

９

９４

９

１０

１９

３３年 ７４

９

７９

４

８６

９

９０

９

９６

９

１０

３９

３４年 ７６ ８１ ８８ ９２ ９８ １０

 団員 部 長

及 び

班長 

副分

団長

分団

長 

副団

長 

団長

（略） 

３ ０ 年

以上 

（略） 
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９ ４ ９ ９ ９ ５９

３ ５ 年

以上 

７８

９

８３

４

９０

９

９４

９

１０

０９

１０

７９

備考 （略） 備考 （略） 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に退職する非

常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、な

お従前の例による。 
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議第９号 

美濃加茂市職員の分限に関する条例の一部を改正する条例について 

美濃加茂市職員の分限に関する条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定す

る。 

  令和７年２月２０日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   

                  記 

美濃加茂市職員の分限に関する条例（昭和２９年美濃加茂市条例第８号）の一部

を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（降任及び免職の手続） （降任及び免職の手続） 

第２条 任命権者は、職員をその意に反して降

任し、又は免職する場合においては次の各号

のいずれかに従わなければならない。 

第２条 任命権者は、職員をその意に反して降

任し、又は免職する場合においては次の各号

のいずれかに従わなければならない。 

(1) 法第２８条第１項第１号の事由による

処分を行う場合は、人事評価その他の勤務

成績を評定するに足ると認められる客観

的事実に基づき、職位から見て期待どおり

の能力発揮ができていない場合（以下「能

力発揮が期待を下回る場合」という。）そ

の他勤務の状況を示す事実に基づき勤務

実績が良くないと認められた場合で、指導

その他の任命権者が定める措置を行つた

にもかかわらず、勤務実績が良くないこと

が明らかなときとすること。 

(1) 法第２８条第１項第１号の事由による

処分を行う場合は、人事評価その他の勤務

成績を評定するに足ると認められる客観

的事実に基づき、職員の能力評価又は業績

評価の実施権者による確認が行われた全

体評語が最下位の段階である場合（以下

「定期評価の全体評語が最下位の段階で

ある場合」という。）その他勤務の状況を

示す事実に基づき勤務実績が良くないと

認められた場合で、指導その他の任命権者

が定める措置を行つたにもかかわらず、勤

務実績が良くないことが明らかなときと

すること。 

(2)～(4) （略） (2)～(4) （略） 

２ （略） ２ （略） 
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（降格の事由） （降格の事由） 

第７条 任命権者は、職員が降任により現に属

する職務の級より同一の給料表の下位の職

務の級に分類されている職務を遂行するこ

ととなつた場合のほか、次の各号のいずれか

に掲げる事由に該当し、必要があると認める

場合は、当該職員を降格するものとする。こ

の場合において、第２号の規定により職員の

うちいずれを降格させるかは、任命権者が、

勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、

公正に判断して定めるものとする。 

第７条 任命権者は、職員が降任により現に属

する職務の級より同一の給料表の下位の職

務の級に分類されている職務を遂行するこ

ととなつた場合のほか、次の各号のいずれか

に掲げる事由に該当し、必要があると認める

場合は、当該職員を降格するものとする。こ

の場合において、第２号の規定により職員の

うちいずれを降格させるかは、任命権者が、

勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、

公正に判断して定めるものとする。 

(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する

場合（職員が降任された場合を除く。） 

(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する

場合（職員が降任された場合を除く。） 

ア 能力発揮が期待を下回る場合その他

勤務の状況を示す事実に基づき勤務実

績が良くないと認められる場合におい

て、指導その他の任命権者が定める措置

を行ったにもかかわらず、なお勤務実績

が良くない状態が改善されないときで

あつて、当該職員がその職務の級に分類

されている職務を遂行することが困難

であると認められるとき。 

ア 定期評価の全体評語が最下位の段階

である場合その他勤務の状況を示す事

実に基づき勤務実績が良くないと認め

られる場合において、指導その他の任命

権者が定める措置を行ったにもかかわ

らず、なお勤務実績が良くない状態が改

善されないときであつて、当該職員がそ

の職務の級に分類されている職務を遂

行することが困難であると認められる

とき。 

イ・ウ （略） イ・ウ （略） 

(2) （略） (2) （略） 

（降号の事由） （降号の事由） 

第８条 任命権者は、能力発揮が期待を下回る

場合その他勤務の状況を示す事実に基づき

勤務実績が良くないと認められる場合であ

り、かつ、その職務の級に分類されている職

務を遂行することが可能であると認められ

る場合であつて、指導その他の任命権者が定

める措置を行つたにもかかわらず、なお勤務

実績が良くない状態が改善されない場合に

おいて、必要があると認めるときは、当該職

第８条 任命権者は、定期評価の全体評語が最

下位の段階である場合その他勤務の状況を

示す事実に基づき勤務実績が良くないと認

められる場合であり、かつ、その職務の級に

分類されている職務を遂行することが可能

であると認められる場合であつて、指導その

他の任命権者が定める措置を行つたにもか

かわらず、なお勤務実績が良くない状態が改

善されない場合において、必要があると認め
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員を降号するものとする。 るときは、当該職員を降号するものとする。

附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議第１０号 

   美濃加茂市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について 

 美濃加茂市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を下記のとおり制定

する。 

  令和７年２月２０日提出 

                    美濃加茂市長  藤 井 浩 人 

記 

   美濃加茂市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

（美濃加茂市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 美濃加茂市職員の給与に関する条例（昭和２９年美濃加茂市条例第２３号）

の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（扶養手当） （扶養手当） 

第１０条 （略） 第１０条 （略） 

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に

生計の途がなく主としてその職員の扶養を

受けているものをいう。 

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に

生計の途がなく主としてその職員の扶養を

受けているものをいう。 

  (1) 配偶者（届出はしないが事実上婚姻関係

と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）

(1)～(5) （略）  (2)～(6) （略） 

３ 扶養手当の月額は、前項第１号に該当する

扶養親族（以下「扶養親族たる子」という。）

については１人につき１万３，０００円、前

項第２号から第５号までのいずれかに該当

する扶養親族については１人につき６，５０

０円とする。 

３ 扶養手当の月額は、前項第１号及び第３号

から第６号までのいずれかに該当する扶養

親族については１人につき６，５００円、前

項第２号に該当する扶養親族(以下「扶養親

族たる子」という。)については１人につき

１万円とする。 

４ 扶養親族たる子のうちに満１５歳に達す

る日後の最初の４月１日から満２２歳に達

４ 扶養親族たる子のうちに満１５歳に達す

る日後の最初の４月１日から満２２歳に達
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する日以後の最初の３月３１日までの間に

ある子がいる場合における扶養手当の月額

は、前項の規定にかかわらず、５，０００円

に当該期間にある当該扶養親族たる子の数

を乗じて得た額を同項の規定による額に加

算した額とする。 

する日以後の最初の３月３１日までの間(以

下「特定期間」という。)にある子がいる場

合における扶養手当の月額は、前項の規定に

かかわらず、５，０００円に特定期間にある

当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を

同項の規定による額に加算した額とする。 

５ 前各項に規定するもののほか、扶養親族の

数の変更に伴う支給額の改定その他の扶養

手当の支給に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

第１１条 削除 第１１条 新たに職員となつた者に扶養親族

がある場合又は職員に次の各号のいずれか

に該当する事実が生じた場合においては、そ

の職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出

なければならない。 

  (1) 新たに扶養親族としての要件を具備す

るに至つた者がある場合 

 (2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた

者がある場合（扶養親族たる子又は前条第

２項第３号若しくは第５号に該当する扶

養親族が、満２２歳に達した日以後の最初

の３月３１日の経過により、扶養親族とし

ての要件を欠くに至つた場合を除く。） 

 ２ 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者

に扶養親族がある場合においてはその者が

職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規

定による届出に係るものがない場合におい

てその職員に同項第１号に掲げる事実が生

じたときはその事実が生じた日の属する月

の翌月（これらの日が月の初日であるとき

は、その日の属する月）から開始し、扶養手

当を受けている職員が離職し、又は死亡した

場合においてはそれぞれの者が離職し、又は

死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶

養親族で同項の規定による届出に係るもの
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の全てが扶養親族としての要件を欠くに至

つた場合においてはその事実が生じた日の

属する月（これらの日が月の初日であるとき

は、その日の属する月の前月）をもつて終わ

る。ただし、扶養手当の支給の開始について

は、同項の規定による届出が、これに係る事

実の生じた日から１５日を経過した後にな

されたときは、その届出を受理した日の属す

る月の翌月（その日が月の初日であるとき

は、その日の属する月）から行うものとする。

 ３ 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる

事実が生じた場合においては、その事実が生

じた日の属する月の翌月（これらの日が月の

初日であるときは、その日の属する月）から

その支給額を改定する。前項ただし書の規定

は、第１号に掲げる事実が生じた場合におけ

る扶養手当の支給額の改定について準用す

る。 

 (1) 新たに扶養親族としての要件を具備す

るに至つた者がある場合 

 (2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族

で第１項の規定による届出に係るものの

一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた

場合 

  (3) 職員の扶養親族たる子で第１項の規定

による届出に係るもののうち特定期間に

ある子でなかつた者が特定期間にある子

となつた場合 

（地域手当） （地域手当） 

第１１条の２ 職員には、地域手当を支給す

る。 

第１１条の２ 地域手当は、市の規則で定める

地域に在勤する職員に支給する。 

２ 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び

扶養手当の月額の合計額に１００分の３（人

事交流等により市の規則で定める地域に在

勤する職員にあつては、１００分の２０を超

２ 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び

扶養手当の月額の合計額に１００分の２０

を超えない範囲内で市の規則で定める割合

を乗じて得た額とする。 
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えない範囲内で市の規則で定める割合）を乗

じて得た額とする。 

３ 前２項に規定するもののほか、地域手当の

支給に関し必要な事項は、市の規則で定め

る。 

（住居手当） （住居手当） 

第１１条の３ 住居手当は、次に掲げる職員に

支給する。 

第１１条の３ 住居手当は、次に掲げる職員に

支給する。 

(1) （略） (1) （略）  

 (2) 第１２条の２第１項又は第３項の規定

により単身赴任手当を支給される職員で、

配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と

同様の事情にある者を含む。同条において

同じ。）が居住するための住宅（職員宿舎

その他市の規則で定める住宅を除く。)を

借り受け、月額１万６，０００円を超える

家賃を支払つているもの又はこれらのも

のとの権衡上必要があると認められるも

のとして市の規則で定めるもの 

 (2) 第１２条の２第１項又は第３項の規定

により単身赴任手当を支給される職員で、

配偶者が居住するための住宅（職員宿舎そ

の他市の規則で定める住宅を除く。）を借

り受け、月額１６，０００円を超える家賃

を支払つているもの又はこれらのものと

の権衡上必要があると認められるものと

して市の規則で定めるもの 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（管理職員特別勤務手当） （管理職員特別勤務手当） 

第１９条の２ 管理職員が臨時又は緊急の必

要その他の公務の運営の必要により、勤務時

間条例第３条第１項及び第４項、第４条並び

に第５条の規定に基づく週休日又は祝日法

による休日等若しくは年末年始の休日等（次

項において「週休日等」という。）に勤務を

した場合は、当該職員には、管理職員特別勤

務手当を支給する。 

第１９条の２ 管理職員が臨時又は緊急の必

要その他の公務の運営の必要により、勤務時

間条例第３条第１項及び第４項、第４条並び

に第５条の規定に基づく週休日又は祝日法

による休日等若しくは年末年始の休日等（次

項において「週休日等」という。）に勤務し

た場合は、当該職員には、管理職員特別勤務

手当を支給する。 

２ 前項に規定する場合のほか、管理職員が災

害への対処その他の臨時又は緊急の必要に

より午後１０時から翌日の午前５時までの

間（週休日等に含まれる時間を除く。）であ

って正規の勤務時間以外の時間に勤務をし

２ 前項に規定する場合のほか、管理職員が災

害への対処その他の臨時又は緊急の必要に

より週休日等以外の日の午前０時から午前

５時までの間であって正規の勤務時間以外

の時間に勤務した場合は、当該職員には、管
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た場合は、当該職員には、管理職員特別勤務

手当を支給する。 

理職員特別勤務手当を支給する。 

３ 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に

掲げる場合の区分に応じ、当該各号の定める

額（前２項に規定する勤務に従事する時間等

を考慮して市の規則で定める勤務をした職

員にあつては、この額に１００分の１５０を

乗じて得た額）とする。 

３ 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に

掲げる場合の区分に応じ、当該各号の定める

額とする。 

 (1) 第１項に規定する場合 同項の勤務１

回につき、１２，０００円を超えない範囲

内において市の規則で定める額 

 (1) 第１項に規定する場合 同項の勤務１

回につき、１２，０００円を超えない範囲

内において市の規則で定める額（当該勤務

に従事する時間等を考慮して市の規則で

定める勤務をした職員にあっては、この額

に１００分の１５０を乗じて得た額） 

 (2) （略）  (2) （略） 

４ （略） ４ （略） 

 （管理職員等についての適用除外）  （管理職員等についての適用除外） 

第１９条の３ （略） 第１９条の３ （略） 

２ 第５条第３項及び第４項、第６条、第９条

の２並びに第１０条の規定は、定年前再任用

短時間勤務職員には適用しない。 

２ 第５条第３項及び第４項、第６条、第９条

の２、第１０条並びに第１１条の３の規定

は、定年前再任用短時間勤務職員には適用し

ない。 

３～５ （略） ３～５ （略） 

第２２条 管理職手当、地域手当、時間外勤務

手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直

手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当、

武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型イン

フルエンザ等対策派遣手当の支給に関し必

要な事項は、市の規則で定める。 

第２２条 管理職手当、扶養手当、地域手当、

時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手

当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、災害

派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定

新型インフルエンザ等対策派遣手当の支給

に関し必要な事項は、市の規則で定める。 

別表第１（第３条関係） 

【別表第１（改正後）】 

別表第１（第３条関係） 

【別表第１（改正前）】 

【別表第１（改正前）】 

給料表 

（単位：円） 
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職員

の区

分 

職務の

級 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

（略） 

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員以

外の

職員

１ (略） (略） 261,300 287,300 309,800 335,000 373,400

２ 262,300 288,900 311,500 336,900 376,000

３ 263,300 290,400 313,200 338,700 378,300

４ 264,300 291,900 314,700 340,500 380,500

５ 265,300 293,400 316,100 342,200 382,400

６ 266,300 294,900 317,400 343,900 384,700

７ 267,300 296,300 318,700 345,500 386,800

８ 268,300 297,600 320,000 347,200 388,800

９ 269,300 298,800 321,300 348,800 390,800

１０ 270,300 300,300 323,100 350,500 393,100

１１ 271,300 301,800 324,900 352,100 395,300

１２ 272,300 303,200 326,600 353,700 397,500

１３ 273,300 304,600 328,300 355,200 399,700

１４ 274,300 305,700 330,000 356,900 402,000

１５ 275,300 306,700 331,700 358,500 404,200

１６ 276,400 307,900 333,400 360,100 406,500

１７ 277,400 309,100 335,000 361,700 408,300

１８ 278,700 310,700 336,700 363,500 410,200

１９ 280,000 312,300 338,400 365,000 412,100

２０ 281,200 313,900 340,000 366,600 413,900

２１ 282,500 315,400 341,500 368,000 415,700

２２ 283,800 317,000 343,100 369,600 417,500

２３ 285,000 318,600 344,700 371,200 419,300

２４ 286,200 320,200 346,200 372,700 421,100

２５ 287,300 321,700 347,600 374,600 422,700

２６ 288,500 323,400 349,300 376,500 424,200

２７ 289,800 325,000 350,900 378,400 425,700

２８ 291,100 326,600 352,500 380,200 427,200

２９ 292,400 328,000 353,700 381,700 428,700

３０ 293,400 329,700 355,200 383,500 430,000

３１ 294,400 331,400 356,700 385,200 431,300

３２ 295,500 333,000 358,200 386,800 432,500

３３ 296,600 334,200 359,900 388,500 433,700
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３４ 297,800 336,100 361,700 389,900 435,000

３５ 298,900 337,800 363,400 391,300 436,300

３６ 300,100 339,400 365,100 392,700 437,500

３７ 301,300 340,900 366,500 394,100 438,700

３８ 302,600 342,500 367,800 395,300 439,500

３９ 303,900 344,100 369,000 396,500 440,300

４０ 305,200 345,700 370,400 397,500 441,100

４１ 306,500 347,400 371,500 398,600 441,700

４２ 307,800 349,200 372,400 399,800 442,300

４３ 309,100 351,000 373,400 400,900 442,900

４４ 310,400 352,800 374,500 402,000 443,500

４５ 311,700 354,300 375,300 402,700 444,200

４６ 313,000 355,700 376,200 403,400 445,000

４７ 314,300 357,100 377,100 404,100 445,400

４８ 315,400 358,500 377,900 404,800 446,100

４９ 316,300 360,000 378,700 405,400 446,600

５０ 317,600 360,800 379,500 406,000 447,000

５１ 318,900 361,800 380,300 406,500 447,400

５２ 320,200 362,800 381,000 406,900 447,800

５３ 321,400 363,700 381,700 407,300 448,200

５４ 322,700 364,800 382,400 407,500 448,600

５５ 323,900 365,700 383,100 407,800 449,000

５６ 325,100 366,700 383,800 408,100 449,300

５７ 326,400 367,600 384,300 408,400 449,600

５８ 327,500 368,300 384,900 408,700 450,000

５９ 328,600 369,000 385,500 409,000 450,300

６０ 329,700 369,600 386,200 409,300 450,600

６１ 330,400 370,000 386,600 409,500 450,900

６２ 331,300 370,600 387,200 409,800

６３ 332,000 371,300 387,800 410,100

６４ 332,800 372,000 388,300 410,400

６５ 333,600 372,300 388,700 410,600

６６ 334,000 373,000 389,300 410,900

６７ 334,600 373,700 389,900 411,200

６８ 335,300 374,300 390,400 411,500

６９ 336,100 374,600 390,800 411,700
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７０ 336,800 375,100 391,300 412,000

７１ 337,500 375,700 391,800 412,300

７２ 338,100 376,300 392,400 412,500

７３ 338,600 376,600 392,700 412,700

７４ 339,200 377,200 393,100 413,000

７５ 339,700 377,900 393,500 413,300

７６ 340,300 378,500 393,900 413,500

７７ 340,600 378,900 394,200 413,700

７８ 341,100 379,400 394,500 414,000

７９ 341,500 380,000 394,800 414,300

８０ 341,900 380,500 395,000 414,500

８１ 342,300 381,000 395,200 414,700

８２ 342,800 381,600 395,500 415,000

８３ 343,300 382,100 395,800 415,300

８４ 343,800 382,400 396,000 415,500

８５ 344,100 382,800 396,200 415,700

８６ 344,500 383,300 396,500

８７ 344,900 383,700 396,800

８８ 345,300 384,100 397,000

８９ 345,600 384,500 397,200

９０ 346,000 385,000 397,500

９１ 346,400 385,400 397,800

９２ 346,800 385,800 398,000

９３ 347,000 386,100 398,200

９４ 347,400

９５ 347,800

９６ 348,200

９７ 348,400

９８ 348,800

９９ 349,200

１００ 349,500

１０１ 349,800

１０２ 350,200

１０３ 350,600

１０４ 351,000

１０５ 351,500
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１０６ 351,900

１０７ 352,300

１０８ 352,700

１０９ 353,200

１１０ 353,600

１１１ 353,900

１１２ 354,200

１１３ 354,700

１１４    

１１５   

１１６   

１１７   

１１８   

１１９   

１２０   

１２１   

１２２   

１２３   

１２４   

１２５   

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

（略） 

【別表第１（改正後）】 

給料表 

（単位：円） 

職員

の区

分 

職務の

級 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

（略） 

定年

前再

任用

１ (略） (略） 265,300 298,800 321,300 355,200 408,300

２ 266,300 300,300 323,100 356,900 410,200

３ 267,300 301,800 324,900 358,500 412,100
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短時

間勤

務職

員以

外の

職員

４ 268,300 303,200 326,600 360,100 413,900

５ 269,300 304,600 328,300 361,700 415,700

６ 270,300 305,700 330,000 363,500 417,500

７ 271,300 306,700 331,700 365,000 419,300

８ 272,300 307,900 333,400 366,600 421,100

９ 273,300 309,100 335,000 368,000 422,700

１０ 274,300 310,700 336,700 369,600 424,200

１１ 275,300 312,300 338,400 371,200 425,700

１２ 276,400 313,900 340,000 372,700 427,200

１３ 277,400 315,400 341,500 374,600 428,700

１４ 278,700 317,000 343,100 376,500 430,000

１５ 280,000 318,600 344,700 378,400 431,300

１６ 281,200 320,200 346,200 380,200 432,500

１７ 282,500 321,700 347,600 381,700 433,700

１８ 283,800 323,400 349,300 383,500 435,000

１９ 285,000 325,000 350,900 385,200 436,300

２０ 286,200 326,600 352,500 386,800 437,500

２１ 287,300 328,000 353,700 388,500 438,700

２２ 288,500 329,700 355,200 389,900 439,500

２３ 289,800 331,400 356,700 391,300 440,300

２４ 291,100 333,000 358,200 392,700 441,100

２５ 292,400 334,200 359,900 394,100 441,700

２６ 293,400 336,100 361,700 395,300 442,300

２７ 294,400 337,800 363,400 396,500 442,900

２８ 295,500 339,400 365,100 397,500 443,500

２９ 296,600 340,900 366,500 398,600 444,200

３０ 297,800 342,500 367,800 399,800 445,000

３１ 298,900 344,100 369,000 400,900 445,400

３２ 300,100 345,700 370,400 402,000 446,100

３３ 301,300 347,400 371,500 402,700 446,600

３４ 302,600 349,200 372,400 403,400 447,000

３５ 303,900 351,000 373,400 404,100 447,400

３６ 305,200 352,800 374,500 404,800 447,800

３７ 306,500 354,300 375,300 405,400 448,200

３８ 307,800 355,700 376,200 406,000 448,600

３９ 309,100 357,100 377,100 406,500 449,000

- 42 -



４０ 310,400 358,500 377,900 406,900 449,300

４１ 311,700 360,000 378,700 407,300 449,600

４２ 313,000 360,800 379,500 407,500 450,000

４３ 314,300 361,800 380,300 407,800 450,300

４４ 315,400 362,800 381,000 408,100 450,600

４５ 316,300 363,700 381,700 408,400 450,900

４６ 317,600 364,800 382,400 408,700

４７ 318,900 365,700 383,100 409,000

４８ 320,200 366,700 383,800 409,300

４９ 321,400 367,600 384,300 409,500

５０ 322,700 368,300 384,900 409,800

５１ 323,900 369,000 385,500 410,100

５２ 325,100 369,600 386,200 410,400

５３ 326,400 370,000 386,600 410,600

５４ 327,500 370,600 387,200 410,900

５５ 328,600 371,300 387,800 411,200

５６ 329,700 372,000 388,300 411,500

５７ 330,400 372,300 388,700 411,700

５８ 331,300 373,000 389,300 412,000

５９ 332,000 373,700 389,900 412,300

６０ 332,800 374,300 390,400 412,500

６１ 333,600 374,600 390,800 412,700

６２ 334,000 375,100 391,300 413,000

６３ 334,600 375,700 391,800 413,300

６４ 335,300 376,300 392,400 413,500

６５ 336,100 376,600 392,700 413,700

６６ 336,800 377,200 393,100 414,000

６７ 337,500 377,900 393,500 414,300

６８ 338,100 378,500 393,900 414,500

６９ 338,600 378,900 394,200 414,700

７０ 339,200 379,400 394,500 415,000

７１ 339,700 380,000 394,800 415,300

７２ 340,300 380,500 395,000 415,500

７３ 340,600 381,000 395,200 415,700

７４ 341,100 381,600 395,500

７５ 341,500 382,100 395,800
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７６ 341,900 382,400 396,000

７７ 342,300 382,800 396,200

７８ 342,800 383,300 396,500

７９ 343,300 383,700 396,800

８０ 343,800 384,100 397,000

８１ 344,100 384,500 397,200

８２ 344,500 385,000 397,500

８３ 344,900 385,400 397,800

８４ 345,300 385,800 398,000

８５ 345,600 386,100 398,200

８６ 346,000

８７ 346,400

８８ 346,800

８９ 347,000

９０ 347,400

９１ 347,800

９２ 348,200

９３ 348,400

９４ 348,800

９５ 349,200

９６ 349,500

９７ 349,800

９８ 350,200

９９ 350,600

１００ 351,000

１０１ 351,500

１０２ 351,900

１０３ 352,300

１０４ 352,700

１０５ 353,200

１０６ 353,600

１０７ 353,900

１０８ 354,200

１０９ 354,700

１１０   

１１１   
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１１２   

１１３   

１１４    

１１５   

１１６   

１１７   

１１８   

１１９   

１２０   

１２１   

１２２   

１２３   

１２４   

 １２５   

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

（略） 

 （美濃加茂市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 美濃加茂市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（令和４年美濃

加茂市条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

附 則 附 則

 （経過措置）  （経過措置）

４～９（略） ４～９（略）

１０ 美濃加茂市職員の給与に関する条例第

５条第３項及び第４項、第６条並びに第１０

条の規定は、暫定再任用職員には適用しな

い。 

１０ 美濃加茂市職員の給与に関する条例第

５条第３項及び第４項、第６条、第１０条並

びに第１１条の３の規定は、暫定再任用職員

には適用しない。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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 （号給の切替え） 

２ 令和７年４月１日（以下「切替日」という。）の前日において、美濃加茂市職員

の給与に関する条例（以下「給与条例」という。）別表第１の給料表の適用を受け

ていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げ

られている職務の級であったものの切替日における号給（以下「新号給」という。）

は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者

が受けていた号給（以下「旧号給」という。）に応じて附則別表に定める号給とす

る。 

 （切替日前の異動者の号給の調整） 

３ 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずる

ものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該

準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市

長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 

 （令和８年３月３１日までの間における扶養手当に関する経過措置） 

４ 切替日から令和８年３月３１日までの間におけるこの条例の規定による改正後

の給与条例第１０条の規定の適用については、同条第２項中「(5) 重度心身障害

者」とあるのは 

「(5) 重度心身障害者 

(6) 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）」 

と、同条第３項中「１万３，０００円」とあるのは「１万１，５００円」と、「と

する」とあるのは「、前項第６号に該当する扶養親族については３，０００円と

する」とする。 

 附則別表 

旧号給 
新   号   給 

３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

１ １ １ １ １ １ 

２ １ １ １ １ １ 

３ １ １ １ １ １ 

４ １ １ １ １ １ 

５ １ １ １ １ １ 

６ ２ １ １ １ １ 

７ ３ １ １ １ １ 

８ ４ １ １ １ １ 

９ ５ １ １ １ １ 

10 ６ ２ ２ １ １ 
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11 ７ ３ ３ １ １ 

12 ８ ４ ４ １ １ 

13 ９ ５ ５ １ １ 

14 10 ６ ６ ２ １ 

15 11 ７ ７ ３ １ 

16 12 ８ ８ ４ １ 

17 13 ９ ９ ５ １ 

18 14 10 10 ６ ２ 

19 15 11 11 ７ ３ 

20 16 12 12 ８ ４ 

21 17 13 13 ９ ５ 

22 18 14 14 10 ６ 

23 19 15 15 11 ７ 

24 20 16 16 12 ８ 

25 21 17 17 13 ９ 

26 22 18 18 14 10 

27 23 19 19 15 11 

28 24 20 20 16 12 

29 25 21 21 17 13 

30 26 22 22 18 14 

31 27 23 23 19 15 

32 28 24 24 20 16 

33 29 25 25 21 17 

34 30 26 26 22 18 

35 31 27 27 23 19 

36 32 28 28 24 20 

37 33 29 29 25 21 

38 34 30 30 26 22 

39 35 31 31 27 23 

40 36 32 32 28 24 

41 37 33 33 29 25 

42 38 34 34 30 26 

43 39 35 35 31 27 

44 40 36 36 32 28 

45 41 37 37 33 29 

46 42 38 38 34 30 
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47 43 39 39 35 31 

48 44 40 40 36 32 

49 45 41 41 37 33 

50 46 42 42 38 34 

51 47 43 43 39 35 

52 48 44 44 40 36 

53 49 45 45 41 37 

54 50 46 46 42 38 

55 51 47 47 43 39 

56 52 48 48 44 40 

57 53 49 49 45 41 

58 54 50 50 46 42 

59 55 51 51 47 43 

60 56 52 52 48 44 

61 57 53 53 49 45 

62 58 54 54 50   

63 59 55 55 51   

64 60 56 56 52   

65 61 57 57 53   

66 62 58 58 54   

67 63 59 59 55   

68 64 60 60 56   

69 65 61 61 57   

70 66 62 62 58   

71 67 63 63 59   

72 68 64 64 60   

73 69 65 65 61   

74 70 66 66 62   

75 71 67 67 63   

76 72 68 68 64   

77 73 69 69 65   

78 74 70 70 66   

79 75 71 71 67   

80 76 72 72 68   

81 77 73 73 69   

82 78 74 74 70   
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83 79 75 75 71   

84 80 76 76 72   

85 81 77 77 73   

86 82 78 78     

87 83 79 79     

88 84 80 80     

89 85 81 81     

90 86 82 82     

91 87 83 83     

92 88 84 84     

93 89 85 85     

94 90         

95 91         

96 92         

97 93         

98 94         

99 95         

100 96         

101 97         

102 98         

103 99         

104 100         

105 101         

106 102         

107 103         

108 104         

109 105         

110 106         

111 107         

112 108         

113 109         
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議第１１号 

美濃加茂市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

 美濃加茂市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を下記のとおり

制定する。 

  令和７年２月２０日提出 

                    美濃加茂市長  藤 井 浩 人 

記 

   美濃加茂市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 美濃加茂市職員の育児休業等に関する条例（平成４年美濃加茂市条例第１号）の

一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（部分休業の承認） （部分休業の承認） 

第１９条 （略） 第１９条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 非常勤職員に対する部分休業の承認につ

いては、１日につき、当該非常勤職員につい

て１日につき定められた勤務時間から５時

間４５分を減じた時間を超えない範囲内で

（当該非常勤職員が育児時間又は育児休業、

介護休業等育児又は家族介護を行う労働者

の福祉に関する法律（平成３年法律第７６

号）第６１条の２第２０項の規定による介護

をするための時間（以下「介護をするための

時間」という。）の承認を受けて勤務しない

場合にあっては、当該時間を超えない範囲内

で、かつ、２時間から当該育児時間又は当該

介護をするための時間の承認を受けて勤務

しない時間を減じた時間を超えない範囲内

３ 非常勤職員に対する部分休業の承認につ

いては、１日につき、当該非常勤職員につい

て１日につき定められた勤務時間から５時

間４５分を減じた時間を超えない範囲内で

（当該非常勤職員が育児時間又は育児休業、

介護休業等育児又は家族介護を行う労働者

の福祉に関する法律（平成３年法律第７６

号）第６１条第３２項において読み替えて準

用する同条第２９項の規定による介護をす

るための時間（以下「介護をするための時間」

という。）の承認を受けて勤務しない場合に

あっては、当該時間を超えない範囲内で、か

つ、２時間から当該育児時間又は当該介護を

するための時間の承認を受けて勤務しない
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で）行うものとする。 時間を減じた時間を超えない範囲内で）行う

ものとする。 

附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議第１２号 

美濃加茂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する

条例について 

 美濃加茂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例を下記

のとおり制定する。 

  令和７年２月２０日提出 

                    美濃加茂市長  藤 井 浩 人 

記 

   美濃加茂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例 

 （美濃加茂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

第１条 美濃加茂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年美濃加茂市条

例第２号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び

時間外勤務の制限） 

（育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び

時間外勤務の制限） 

第８条の３ （略） 第８条の３ （略） 

２ 任命権者は、小学校就学の始期に達するま

での子のある職員が、市の規則で定めるとこ

ろにより、当該子を養育するために請求した

場合には、当該請求をした職員の業務を処理

するための措置を講ずることが著しく困難

である場合を除き、第８条第２項に規定する

勤務(災害その他避けることのできない事由

に基づく臨時の勤務を除く。次項において同

じ。)をさせてはならない。 

２ 任命権者は、３歳に満たない子のある職員

が、市の規則で定めるところにより、当該子

を養育するために請求した場合には、当該請

求をした職員の業務を処理するための措置

を講ずることが著しく困難である場合を除

き、第８条第２項に規定する勤務（災害その

他避けることのできない事由に基づく臨時

の勤務を除く。次項において同じ。）をさせ

てはならない。 

３ （略） ３ （略） 

４ 前３項の規定は、第１６条第１項に規定す

る日常生活を営むのに支障があるもの（以下

この項において「要介護者」という。）を介

４ 第１項及び前項の規定は、第１６条第１項

に規定する日常生活を営むのに支障がある

もの（以下この項において「要介護者」とい
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護する職員について準用する。この場合にお

いて、第１項中「小学校就学の始期に達する

までの子のある職員（職員の配偶者で当該子

の親であるものが、深夜（午後１０時から翌

日の午前５時までの間をいう。以下この項に

おいて同じ。）において常態として当該子を

養育することができるものとして市の規則

で定める者に該当する場合における当該職

員を除く。）が、市の規則で定めるところに

より、当該子を養育」とあり、並びに第２項

及び前項中「小学校就学の始期に達するまで

の子のある職員が、市の規則で定めるところ

により、当該子を養育」とあるのは「要介護

者のある職員（ただし、市の規則で定める者

に該当する場合における当該職員を除く。以

下この項において同じ。）が、市の規則で定

めるところにより、当該要介護者を介護」と、

第１項中「深夜における」とあるのは「深夜

（午後１０時から翌日の午前５時までの間

をいう。）における」と、第２項中「当該請

求をした職員の業務を処理するための措置

を講ずることが著しく困難である」とあるの

は「公務の運営に支障がある」と読み替える

ものとする。 

う。）を介護する職員について準用する。こ

の場合において、第１項中「小学校就学の始

期に達するまでの子のある職員（職員の配偶

者で当該子の親であるものが、深夜（午後１

０時から翌日の午前５時までの間をいう。以

下この項において同じ。）において常態とし

て当該子を養育することができるものとし

て市の規則で定める者に該当する場合にお

ける当該職員を除く。）が、市の規則で定め

るところにより、当該子を養育」とあるのは

「要介護者のある職員（ただし、市の規則で

定める者に該当する場合における当該職員

を除く。）が、市の規則で定めるところによ

り、要介護者を介護」と、「深夜における」

とあるのは「深夜（午後１０時から翌日の午

前５時までの間をいう。）における」と、前

項中「小学校就学の始期に達するまでの子の

ある職員が、市の規則で定めるところによ

り、当該子を養育」とあるのは「要介護者の

ある職員（ただし、市の規則で定める者に該

当する場合における当該職員を除く。以下こ

の項において同じ。）が、市の規則で定める

ところにより、当該要介護者を介護」と読み

替えるものとする。 

５ （略） ５ （略） 

（介護時間） （介護時間） 

第１６条の２ （略） 第１６条の２ （略） 

（配偶者等が介護を必要とする状況に至っ

た職員に対する意向確認等） 

第１６条の３ 任命権者は、職員が配偶者等が

当該職員の介護を必要とする状況に至った

ことを申し出たときは、当該職員に対して、

仕事と介護との両立に資する制度又は措置

（以下この条及び次条において「介護両立支

援制度等」という。）その他の事項を知らせ
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るとともに、介護両立支援制度等の申告、請

求又は申出（次条において「請求等」という。）

に係る当該職員の意向を確認するための面

談その他の措置を講じなければならない。 

２ 任命権者は、職員に対して、当該職員が４

０歳に達した日の属する年度（４月１日から

翌年の３月３１日までをいう。）において、

前項に規定する事項を知らせなければなら

ない。 

 （勤務環境の整備に関する措置） 

第１６条の４ 任命権者は、介護両立支援制度

等の請求等が円滑に行われるようにするた

め、次に掲げる措置を講じなければならな

い。 

(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係

る研修の実施 

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制

の整備 

(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務

環境の整備に関する措置 

（休暇の届出等） （休暇の届出等） 

第１７条 （略） 第１７条 （略） 

（地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条

例の一部改正） 

第２条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する

条例（令和４年美濃加茂市条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前

   附 則    附 則 

（美濃加茂市職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例の一部改正に伴う経過措置） 

（美濃加茂市職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ 暫定再任用職員（地方公務員法の一部を改

正する法律（令和３年法律第６３号）附則第

４条第１項若しくは第２項（これらの規定を

同法附則第９条第２項の規定により読み替

２ 暫定再任用職員（地方公務員法の一部を改

正する法律（令和３年法律第６３号）附則第

４条第１項若しくは第２項（これらの規定を

同法附則第９条第３項の規定により読み替
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えて適用する場合を含む。）、第５条第１項か

ら第４項まで、第６条第１項若しくは第２項

（これらの規定を同法附則第９条第２項の

規定により読み替えて適用する場合を含

む。）又は第７条第１項から第４項までの規

定により採用された職員をいう。）で地方公

務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２

条の４第１項に規定する短時間勤務の職を

占めるものは、第３条の規定による改正後の

美濃加茂市職員の勤務時間、休暇等に関する

条例（以下「新条例」という。）第２条第３

項に規定する定年前再任用短時間勤務職員

とみなして、新条例の規定を適用する。 

えて適用する場合を含む。）、第５条第１項か

ら第４項まで、第６条第１項若しくは第２項

（これらの規定を同法附則第９条第３項の

規定により読み替えて適用する場合を含

む。）又は第７条第１項から第４項までの規

定により採用された職員をいう。）で地方公

務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２

条の４第１項に規定する短時間勤務の職を

占めるものは、第３条の規定による改正後の

美濃加茂市職員の勤務時間、休暇等に関する

条例（以下「新条例」という。）第２条第３

項に規定する定年前再任用短時間勤務職員

とみなして、新条例の規定を適用する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。ただ

し、次項の規定は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 施行日以後の日を時間外勤務制限開始日とする改正後の美濃加茂市職員の勤務

時間、休暇等に関する条例の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前に

おいても、市の規則の定めるところにより、当該請求を行うことができる。 
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議第１３号 

美濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例等の一部を改正

する条例について 

 美濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例等の一部を改正する条例を

下記のとおり制定する。 

  令和７年２月２０日提出 

                    美濃加茂市長  藤 井 浩 人 

記 

   美濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例等の一部を改正する条

例 

 （美濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

第１条 美濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２６年美濃加

茂市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（給与の特例） （給与の特例） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

 ４ 任命権者は、特定任期付職員のうち特に顕

著な業績を挙げたと認められる職員には、規

則で定めるところにより、その給料月額に相

当する額を特定任期付職員業績手当として

支給することができる。 

４ （略） ５ （略） 

５ 第２項の規定による号給の決定及び第３

項の規定による給料月額の決定は、予算の範

囲内で行わなければならない。 

６ 第２項の規定による号給の決定、第３項の

規定による給料月額の決定及び第４項の規

定による特定任期付職員業績手当の支給は、

予算の範囲内で行わなければならない。 

（給与条例の適用除外等） （給与条例の適用除外等） 
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第９条 給与条例第３条、第５条から第６条ま

で、第９条から第１０条まで、第１１条の３

及び第１５条から第１７条までの規定は、特

定任期付職員には適用しない。 

第９条 給与条例第３条、第５条から第６条ま

で、第９条から第１１条まで、第１１条の３、

第１５条から第１７条まで及び第２１条の

規定は、特定任期付職員には適用しない。 

２ （略） ２ （略） 

第１０条 給与条例第１０条及び第１１条の

３の規定は、任期付短時間勤務職員には適用

しない。 

第１０条 給与条例第１０条、第１１条及び第

１１条の３の規定は、任期付短時間勤務職員

には適用しない。 

２ （略） ２ （略） 

 （美濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の

一部改正） 

第２条 美濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条

例（令和６年美濃加茂市条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（給与条例の適用除外等） （給与条例の適用除外等） 

第９条 （略） 第９条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第１９

条の２第１項、第２０条第２項及び第２１条

第２項第１号の規定の適用については、給与

条例第１９条の２第１項中「管理職員が」と

あるのは「管理職員（美濃加茂市一般職の任

期付職員の採用等に関する条例（平成２６年

美濃加茂市条例第２号）第７条第１項に規定

する特定任期付職員を含む。）」と、給与条例

第２０条第２項中「１００分の１２５」とあ

るのは「１００分の９５」と、給与条例第２

１条第２項第１号中「１００分の１０５」と

あるのは「１００分の８７.５」とする。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第１９

条の２第１項及び第２０条第２項の規定の

適用については、給与条例第１９条の２第１

項中「管理職員が」とあるのは「管理職員（美

濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関

する条例（平成２６年美濃加茂市条例第２

号）第７条第１項に規定する特定任期付職員

を含む。）」と、給与条例第２０条第２項中「１

００分の１２５」とあるのは「１００分の１

７２．５」とする。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議第１４号 

美濃加茂市会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部を改正する

条例について 

 美濃加茂市会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例を下記

のとおり制定する。 

  令和７年２月２０日提出 

                    美濃加茂市長  藤 井 浩 人 

記 

   美濃加茂市会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例 

 美濃加茂市会計年度任用職員の報酬等に関する条例（令和元年美濃加茂市条例第

３号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（報酬） （報酬） 

第２条 報酬の基本額は、次の各号に掲げる区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超

えない範囲内において規則で定める額とす

る。 

第２条 報酬の基本額は、別表に定める額の範

囲内で規則で定める額とする。 

(1) 時間額 ５，０００円 

(2) 日額 １８，０００円 

(3) 月額 ４９５，０００円 

２ （略） ２ （略） 

 別表（第２条関係） 

職種 月額上限額日額上限額時間額上限

額 

一般業務に

従事する職

１６８，９

００円

―１，１３０

円

保育士、言

語訓練指導

２０４，９

００円

―１，３７０

円
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員、保健師、

社 会 福 祉

士、介護認

定調査員、

看護師、歯

科衛生士、

栄養士、図

書館司書、

学芸員、講

師 

バ ス 運 転

手、市長車

運転手 

２４３，２

００円

１１，５０

０円

１，６３０

円

多文化共生

推進員 

２８２，０

００円

―１，５７０

円

JET プログ

ラムにより

任用された

職 

３３０，０

００円

― ―

相当の知識

又は経験を

要する職 

１９３，６

００円

―３，０００

円

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議第１５号 

美濃加茂市小学校及び中学校の設置等に関する条例の一部を改正する

条例について 

美濃加茂市小学校及び中学校の設置等に関する条例の一部を改正する条例を下記

のとおり制定する。 

  令和７年２月２０日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   

                  記 

美濃加茂市小学校及び中学校の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

美濃加茂市小学校及び中学校の設置等に関する条例（昭和４０年美濃加茂市条例

第９号）の一部を次のように改正する。

改正後 改正前 

 （目的外使用）  （使用の許可） 

第２条 教育委員会は、学校施設を、その用途

又は目的を妨げない限度において社会教育

その他公共のために必要と認めたときは、目

的外に使用させることができる。 

第２条 学校教育の目的に利用する場合を除

くほか、学校の施設を使用しようとする者は

あらかじめ教育委員会に申出、その許可を受

けなければならない。 

２ 前項の規定に基づき、学校施設を使用しよ

うとする者は、あらかじめ教育委員会の許可

を受けなければならない。 

３ 教育委員会は、前項の規定による許可の

際、学校施設の管理及び運営に必要な条件を

付すことができる。 

 （使用許可の制限）  （使用の制限） 

第３条 教育委員会は、次の各号のいずれかに

該当するときは、学校施設の使用を許可しな

い。 

第３条 前条の規定による申出があつたとき

といえども教育委員会は次の各号の一に該

当する場合は使用を許可しない。 

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそ

れがあると認めるとき。 

(1) 公益を害し又は風俗を乱すおそれがあ

ると認めるとき。 
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 (2) 学校施設を損傷し、又は滅失するおそれ

があると認めるとき。 

(3) （略） (2) （略） 

(4) 学校の管理及び運営に支障があると認

めるとき。 

(5) （略） (3) （略） 

(6) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会

が適当でないと認めるとき。 

(4) その他教育委員会において使用が適当

でないと認めるとき。 

（使用料） （使用料） 

第４条 第２条第２項の規定による学校施設

の使用を許可された者（以下「使用者」とい

う。）は、別表に定める金額の合計額（以下

「使用料」という。）をあらかじめ納付しな

ければならない。ただし、特別の理由がある

と市長が認めるときは、市長が定める期限ま

でに納付することができる。 

第４条 学校施設の使用を許可された者は、別

表に定める金額の合計額（以下「使用料」と

いう。）を納付しなければならない。ただし、

国又は公共団体が公務で使用するとき、又は

教育委員会が特に必要と認めるときは、使用

料の全部又は一部を徴収しないことができ

る。 

２ 既納の使用料は、還付しない。ただし、市

長は、特別な理由があると認めるときは、そ

の全部又は一部を還付することができる。 

２ 既納の使用料は返還しない。ただし次の各

号の一に該当する場合はこの限りでない。 

  (1) 使用者の責に帰さない理由により使用

することができないとき。 

  (2) 使用の前日までに使用許可の申請を撤

回したとき。 

３ 市長は、特別な理由があると認めるとき

は、使用料を減額し、又は免除することがで

きる。 

４ 使用料の徴収に関し必要な事項は、市長が

規則で定める。 

（使用の許可の取消し等） 

第５条 教育委員会は、使用者の申出による場

合のほか、次の各号のいずれかに該当すると

きは、学校施設の使用の許可の条件を変更

し、又は使用を停止させ、若しくは使用の許

可を取り消すことができる。 
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(1) 使用者が偽りその他不正な手段により、

使用の許可を受けたとき。 

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に

違反したとき。 

(3) 前２号に掲げる場合のほか、教育委員会

が必要と認めるとき。 

（使用権の譲渡等の禁止） 

第６条 使用者は、学校施設の使用の目的を教

育委員会の許可を受けないで変更し、又は使

用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸して

はならない。 

（原状回復の義務） 

第７条 使用者は、使用が終わつたとき、又は

第５条の規定により学校施設の使用の許可

を取り消されたときは、直ちに原状に回復し

なければならない。 

（損害賠償の義務） 

第８条 学校施設及び備品等を損傷し、又は滅

失した者は、その損害を賠償しなければなら

ない。ただし、教育委員会がやむを得ない理

由があると認めるときは、賠償額を減額し、

又は免除することができる。 

 （委任）  （委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、この条

例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が

定める。 

第５条 この条例の施行に関し必要な事項は

教育委員会が定める。 

別表（第４条関係） 別表（第４条関係） 
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区分 単位 金額

屋内運動場 半面 ２時間 ５００円

全面 ２時間 １，０００円

屋外運動場 全面 ２時間 １，２００円

その他規則で定める

施設 

２時間 

１，０００円

の範囲内に

おいて、別に

規則で定め

る額 

区分 単位 金額

屋内運動場 ５００平

方メート

ル未満 

１回につき ６１０円

５００平

方メート

ル以上１，

０００平

方メート

ル未満 

１回につき ８２０円

屋外運動場 １回につき ５１０円

備考 

１ １回は４時間を単位とする。 

２ 電気料、水道料等相当額を別に徴収する。

附 則

 （施行期日）

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、別表の改正は、令和８ 

年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

 （経過措置）

２ この条例による改正後の別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料につい

て適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

 （準備行為）

３ 学校施設の使用に関し必要な準備行為は、施行日前においても、行うことがで

きる。
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議第１６号 

令和６年度美濃加茂市一般会計補正予算（第７号） 

令和６年度美濃加茂市の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによ

る。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２８５，１１８千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２６，４００，８５９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の変更は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

 （地方債の補正） 

第４条 地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。 

令和７年２月２０日提出 

                    美濃加茂市長  藤 井 浩 人 
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第 　２　 表 繰　越　明　許　費　補　正

千円

7 土木費 4

8 1

2

総務管理費1

長良川鉄道経営安定支援事業 2,553

地域防災力強化事業 19,962

徴税費 人件費

3,795

会計年度任用職員給 2,058

消防費 消防費

135

総務費 定額減税補足給付金事業 106,196

2

1,602あい愛バス運行事業

都市計画費 都市計画事業

（追加）

款 項 金　　額事　　　業　　　名
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（変更） （単位：千円）

期　　間 限　　 度　  額 限　　 度　  額

自 令和 ７年度

至 令和１０年度 至 令和１１年度
変更なし

補　　　正　　　前 補　　　正　　　後

債　　務　　負　　担　　行　　為　　補　　正

第 ３ 表

あい愛バス車両更新負担金 6,329

事　　　　　　　項
期　　間

自 令和 ７年度
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第 ４ 表 地　　方　　債　　補　　正

限度額 起債の方法 利　　率 償還の方法 限度額 起債の方法 利　率 償還の方法

千円 千円

地域防災力強化事業 11,900 証書借入

年3.0％以
内（ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる資金
について、
利率の見直
しを行った
後において
は、当該見
直し後の利
率）

政府資金に
ついては、
その融資条
件により、銀
行その他の
場合にはそ
の借入先と
協定するも
のによる。た
だし、市財
政の都合に
より繰上償
還又は低利
に借換えす
ることができ
る。

18,900 変更なし 変更なし 変更なし

補　　　　　正　　　　　前

（変更）

補　　　　　正　　　　　後
　起　債　の　目　的
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1　一般職
（１）総括

787

(1)

782

(1)

5

（　）内は内短時間勤務職員数を計上

扶養
手当

地域
手当

住居
手当

通勤
手当

特勤
手当

時間外
手当

管理職
手当

期末
手当

勤勉
手当

宿日直
手当

退職手当
負担金

単身赴
任手当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

補
正
後

30,682 39,605 19,234 15,421 30 137,311 35,977 334,541 287,900 1,074 166,006

補
正
前

30,682 39,605 19,234 15,421 30 137,176 35,977 334,541 287,900 1,074 166,006

比
較

135

給　　与　　費　　明　　細　　書

1,839 135 1,974 130

共済費
（千円）計

（千円）

給          与          費

職員手当
（千円）

補
正
前

630,837 1,236,387 1,067,646 2,934,870 531,077

1,067,781 2,936,844 531,207

2,104

備考

3,465,947

3,468,051

合計
（千円）

職
員
手
当
の
内
訳

給料
（千円）

報酬
（千円）

区
分

区分

職員数
（人）

632,676 1,236,387
補
正
後

比
較
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ア　会計年度任用職員以外の職員

333

(1)

333

(1)

（　）内は内短時間勤務職員数を計上

扶養
手当

地域
手当

住居
手当

通勤
手当

特勤
手当

時間外
手当

管理職
手当

期末
手当

勤勉
手当

宿日直
手当

退職手当
負担金

単身赴
任手当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

補
正
後

30,682 39,605 19,234 15,421 30 137,311 35,977 274,571 244,380 1,074 166,006

補
正
前

30,682 39,605 19,234 15,421 30 137,176 35,977 274,571 244,380 1,074 166,006

比
較

135

135

職
員
手
当
の
内
訳

区分

比
較

135 135

2,627,702

補
正
前

1,236,387 964,156 2,200,543 427,024 2,627,567

補
正
後

1,236,387 964,291 2,200,678 427,024

区
分
職員数
（人）

給          与          費
共済費
（千円）

合計
（千円）

備考
報酬
（千円）

給料
（千円）

職員手当
（千円）

計
（千円）
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イ　会計年度任用職員

454

449

5

補
正
後

補
正
前

比
較

43,52059,970

1,969

勤勉
手当

(千円)

43,520職
員
手
当
の
内
訳

区分
期末
手当

(千円)

59,970

比
較

838,380

補
正
後

1,839 1,839 130

840,349632,676

補
正
前

630,837 103,490 734,327 104,053

合計
（千円）

103,490 736,166

備考
報酬
（千円）

給料
（千円）

職員手当
（千円）

計
（千円）

104,183

区
分
職員数
（人）

給          与          費
共済費
（千円）
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(2)給料及び職員手当の増減額の明細
区
分

増減額
(千円)

135 その他の 135 時間外手当 135

増減分

増減事由
別内訳(千円)

説　　　明 備　　　考

職
員
手
当
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限 度 額
期  間 金  額

千円

6,329
あい愛バス車両更新負担金

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出

額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

前年度末までの

事　　　　　項 支出（見込）額
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期  間 金  額 国県支出金 地 方 債 そ の 他

千円 千円 千円

R７－Ｒ１１ 6,329 6,329

支出予定額 特　　　定　　　財　　　源 一般財源

当該年度以降の 左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳
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前前年度末現 前年度末現在 当該年度末現

  在高　　　　　　　高見込額　　　 当該年度中 当該年度中元 在高見込額　

起債見込額 金償還見込額

千円 千円 千円 千円 千円

１　普　通　債 7,546,660      7,583,568      1,400,500      754,147         8,229,921

（１）　総　　務　　 121,420         145,014         48,400          13,599          179,815

（２）　民　　生 872,977         885,817         220,300         62,539          1,043,578

（３）　衛　　生 261,600         243,156                             18,481          224,675

（４）　農　　林 106,814         93,959          800               12,782          81,977

（５）　商　　工 3,586            4,128            4,500            1,528            7,100

（６）　土　　木 1,790,307      1,934,559      513,300         238,871         2,208,988

（７）　消　　防 1,199,993      1,102,536      25,100          106,207         1,021,429

（８）　教　　育 3,189,963      3,174,399      588,100         300,140         3,462,359

２　災害復旧債 37,357          33,203                              4,703            28,500

（１）　補助災害 2,300            2,047                                253               1,794

（２）　単独災害 35,057          31,156                              4,450            26,706

３　そ　の　他 7,575,001      7,040,031      115,000         688,235         6,466,796

（１）　県貸付金                                                                                 

（２）　減収補てん債等 124,180         93,030                              25,338          67,692

（３）　財源対策債等 29,437          19,913                              4,780            15,133

（４）　臨時財政対策債 7,421,384      6,927,088      115,000         658,117         6,383,971

15,159,018     14,656,802     1,515,500      1,447,085      14,725,217合　　　計

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及

び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

当該年度中増減見込み

区   　　   分
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議第１７号 

令和６年度美濃加茂市介護保険会計補正予算（第４号） 

令和６年度美濃加茂市の介護保険会計補正予算（第４号）は、次に定めるところ

による。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５４，４１５千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４，３０３，６５８千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

令和７年２月２０日提出 

                    美濃加茂市長  藤 井 浩 人 
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   令和７年度美濃加茂市一般会計、特別会計及び公営企業会計予算につ

いて 

令和７年度美濃加茂市の一般会計及び特別会計の予算並びに水道事業会計及び下

水道事業会計の予算を、別冊のとおり定める。 

 令和７年２月２０日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人 

議第１８号 令和７年度美濃加茂市一般会計予算 

議第１９号 令和７年度美濃加茂市国民健康保険会計予算 

議第２０号 令和７年度美濃加茂市介護保険会計予算 

議第２１号 令和７年度美濃加茂市後期高齢者医療会計予算 

議第２２号 令和７年度美濃加茂市介護認定・障がい者自立支援認定審査会会計予

算 

議第２３号 令和７年度美濃加茂市古井財産区会計予算 

議第２４号 令和７年度美濃加茂市山之上財産区会計予算 

議第２５号 令和７年度美濃加茂市水道事業会計予算 

議第２６号 令和７年度美濃加茂市下水道事業会計予算 
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議第２７号 

牧野ふれあい広場陸上競技場整備（その２）工事の請負契約の変更に

ついて 

美濃加茂市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭

和３９年美濃加茂市条例第４号）第２条の規定により、次のとおり請負契約の一部

を変更する契約を締結することについて、議会の議決を求める。 

令和７年２月２０日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人 

１ 契 約 名 牧野ふれあい広場陸上競技場整備（その２）工事 

２ 契約金額 変更前 金１９６，９００，０００円 

変更後 金２０１，７８２，９００円 
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議第２８号 

財産の取得について 

美濃加茂市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭

和３９年美濃加茂市条例第４号）第３条の規定により、次の財産を取得することに

ついて、議会の議決を求める。 

 令和７年２月２０日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   

１ 取得する財産  ＧＩＧＡスクールタブレット等機器 

２ 契約の方法  随意契約 

３ 取 得 価 格  金３５２，７１６，２１０円 

４ 契約の相手方  株式会社中日ＡＶシステム・株式会社内田洋行 

代表者 株式会社中日ＡＶシステム 

代表取締役社長  神 谷 正 史 
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議第２９号

   市道路線の認定について

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、下記のとおり

市道路線を認定することについて、同条第２項の規定により議会の議決を求める。

  令和７年２月２０日提出

美濃加茂市長  藤 井 浩 人  

                  記

番号 路線名 
起         点 重要な 

経過地 終         点 

１ 
西町５３

７号線 

美濃加茂市西町六丁目２８７番３地先   

美濃加茂市西町六丁目２８７番５地先 

２ 
新池７１

８号線 

美濃加茂市新池町二丁目１１４番７地先  

美濃加茂市新池町二丁目１１４番７地先 
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